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Ⅴ 土地利用診断と土地利用構想図 

 

１ 土地分級の基本的な枠組み 

 

１ 実施の目的について 

 

本市では第一次から第三次の国土利用計画の策定に当たって、土地利用診断に基づく土

地分級評価を実施してきた。その目的は下記のように掲げている。 

 

① 土地の自然的な条件を体系的に診断することによって、地域の環境が持っている性

質や価値を生かした「土地利用将来像の設定」のための基礎情報を提供する。 

② 今後予想される様々な開発動向に対して、開発相互間や現在の土地利用との競合関

係を調整・選択していく「立地審査」及び開発を受け入れる場合の「開発条件設定」

のための情報を提供する。 

 

第４次国土利用計画の策定に当たっても、この方針を引き継ぎ土地利用診断及び土地分

級評価を実施するものとする。 

 

 

２ 土地利用診断の方法 

 

土地利用診断の実施に当たっては、土地に及ぼす主要な自然要因、地形・地質、土壌、

植生、水等を中心に、農林業の基盤整備の実績や法規制要因等を加えて整理し、地図上で

各々の要因ごとに土地の類型を区分する。これらの土地分類をもとに地域内の各土地がど

のような利用に対してどの程度適合しているかを知り、もって土地利用の競合の選択と、

あるべき土地利用配置の指針を提供しようとする「土地利用適合度分級」を行う。このよ

うな土地分級の作業方法は、土地分級要因ごとの土地分類の境界線をそのまま使って重ね

合わせていく「オーバーレイ法」によって行う。 
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図 土地利用計画における土地利用診断の位置づけ 

 

 

土地利用診断 

 

 

○土地分級総合図 

 

 

 

○土地利用適性総合図 

 

 

政策的な要因の付与 

 

 

「土地に聴く土地利用計画」 

 

富士宮市総合計画・基本構想 

 

○総合計画・国土利用計画におけ

る位置づけ 

○既存の開発構想、施設計画 

○交通、その他基盤整備条件 

○適切な生活圏の形成 

○都市景観の保全・形成 

○地域住民による合意形成 

○その他 

○土地利用構想図 

○土地利用の動向、課題、目標、基本方針、人口フレーム 

土地分類 

 

○地形・地質 

○土壌 

○植生・動物 

○水 

○文化財 

○公共投資実績等 

○法規制 
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３ 土地分級の手法 

 

土地分級を実施するために、土地利用目的を４区分に大分類（細区分は７区分）し、こ

れらを土地分級諸元として設定する。これらの土地利用を実現・維持するために各土地が

すでに適性を備えているか、逆に人為力又は自然の形成力を要するか否かによって、評価

ランクを３等級に分級する。 

 

 

＜土地分級の諸元と評価ランク＞ 

記号 土地分級諸元 

Ｕ 市街地・集落地域 

Ａ 農業地域 

Ｆ 林業地域 

 

 

Ｎ 

 

 

 

 

自然地域 

 森林保全地域 

  N１ 防災保全地域 

  N2 水資源保全地域 

 自然環境地域 

  N3 自然保全地域 

  N4 環境緑地地域 

 

評価ランク 適合度評価 

Ⅰ 

(Ⅰ') 

【適合】 

その利用目的にとって望ましい土地環境の潜在力を現在すでに備えてい

る土地 

 

Ⅱ 

(Ⅱ') 

【おおむね適合又はやや不適合】 

その利用目的にとって一定程度の潜在力を備えているが、十分な土地環

境となるには自然のプロセス又は人為による形成力の介在を要する土地 

 

Ⅲ 

【不適合】 

その利用目的にとっての土地環境の保全、形成の他に、他の利用との調

整、転換を考えるべき土地 

注）Ⅰ'及びⅡ'は、総合評価でより優先度の高い分級においても評価項目となっている要因

によって補正された当該分級の評価ランクを表している。したがって土地分級総合図

では、より優先度の高い分級に位置づけられる地域に該当するものである。 
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土地分級基準一覧表 

土地利用適性

総合図の 
地域区分 

U：市街地・集落地域 A：農業地域 F：林業地域 

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 

地形・地質 

 a.地盤・傾斜・方

位 

○土砂地盤 0～8 度 ○土砂地盤 8～15 度(南) 

    

○軟岩地盤 0～8 度 

8～15 度(南) 

○軟岩地盤 

 

8～15 度(北) 

15～20 度(南) 

○硬岩地盤 0～3 度 ○硬岩地盤 3～8 度 

8～15 度(南) 

○風化地盤 0～8 度 ○風化地盤 8～15 度(南) 

  ○崩土地盤 0～8 度 

    8～15 度（南） 

 b.地形分類 

 

 

 

     

土壌等 

 c.農地土壌と機械

化適性 

○大晦日-1 土壌区を１ランク落とす 
○農地分級

Ⅰの区域 

○農地分級

Ⅱの区域 
○生育性 P1 0～30 度  

 d.林地土壌と傾斜      
○生育性 P1 30～40 度 

○生育性 P2 0～30 度 

植物・動物 

 e.植生要因 

  (植物社会学的立地

診断) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○植林地 

 f.野生動物生活圏       

災害危険要因 

 g.富士山噴火・土砂

災害 

 

 

 

 

 

 

     

水 

 h.水源・水源集水

域 

      

 i.水害       

歴史的環境要因 

 j.文化財 

 

 

 

     

 k.その他の緑地要

因 

 

 

 

     

既存計画・実績 

 l.基盤整備 
  

○農業基盤整

備事業区域 
 ○官行造林  

 m.森林機能区分 

 

 

 

    ○木材等生産機能区域 

法的土地規制 

 n.法的土地規制 

 

 

 

 

 

 

 
○農振農用

地 
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N：自然地域 

N1,2：森林保全地域 N3,4：自然環境地域 

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 

○土砂地盤 20 度以上 ○土砂地盤 8～20 度 

  

○軟岩地盤 20 度以上 ○軟岩地盤 15～20 度 

○硬岩地盤 15 度以上 ○硬岩地盤 3～15 度 

○風化地盤 15 度以上 ○風化地盤 8～15 度 

○崩土地盤 1 20 度以上 ○崩土地盤 1 

 

 

0～20 度 

○崩土地盤２ 

 

 

○崖 

○谷壁急斜面 

○傾斜急変部 

 

○崖錐 

○崖錐堆積地Ⅰ・Ⅱ 

○沖積錐 

○山麓緩斜面 

  

 

 

 

   

 

 
   

（Ⅰ’） 

○ヒノキ群落 

○フジアザミ－ヤマホタルブクロ群集 

○シキミ－モミ群集 

○ミドリユキザサーダケカンバ群団 

○アカマツ植林 

○落葉広葉樹植林（その他植林） 

○環境省自然環境保全基礎調査にて植生

自然度が⑨,⑩の植生 

○上記以外の富士宮市現存植生 

・ヤブコウジ－スダジイ群集 

 (常緑萌芽二次林) 

・シラカシ群集、 

 サカキ－ウラジロガシ群集 

・イロハモミジ－ケヤキ群集、 

 アブラチャン－ケヤキ群集 

 (低地渓谷林) 

・カモジグサ－ギシギシ群団 

 (河辺草原) 

○環境省自然環境保全基礎

調査にて植生自然度が

⑦,⑧の植生 

 

  ○野生動物生活圏の保護帯  

○富士山噴火 

 

 

火口 

火砕流 

噴石 

○富士山噴火 

 

 

溶岩流 

火口によっては避難が必要な範囲 

   

○土砂災害 

 

急傾斜地崩壊危険区域 

 

○土砂災害 

 

急傾斜地崩壊危険箇所 

土石流危険区域 

○芝川、 潤井川、富士川、 

大岩堤等の水面 
○水源集水域内の樹林地  

 

 

 

 

    

  

○世界遺産富士山構成資産 

○国指定の文化財 

○国指定文化財を有する社寺の境内地 

○県指定文化財を有する社寺の境内地 

○その他の埋蔵文化財包蔵

地 

  

○都市公園等 

○主な屋外レクリエーション施設等 

○朝霧高原茅場地域のススキ草原 

 

   

 

 

 

 
○山地災害防止機能区域 

○水源かん養機能区域 
 

○快適環境形成機能区域 

○保健文化機能区域 

○砂防指定地 

○土砂災害特別警戒区域 

○地すべり防止区域 

○急傾斜地崩壊危険区域 

○保安林（土流、水かん） 

○土砂災害警戒区域 

○河川保全区域 

○国立公園特別保護地区、特別地域 

○鳥獣保護区特別保護地区 

○その他鳥獣保護区内樹林地、水面 

○保安林（保健） 

○風致地区 

○特別緑地保全地区 

○国立公園普通地域 

○その他鳥獣保護区 
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土地分級の作成フロー 
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２ 使用する図・資料の見直し 

 

平成 22 年の旧芝川町との合併に伴い市域が拡大したことから、今回の土地利用分級作業で

は、これまで使用していた図・資料の活用可能性を確認する必要がある。また、これまでと

同様に扱う図・資料についても最新版のものに更新する（127～129 ページの一覧表を参照）。 

近年、即地的な調査結果のほとんどは GIS データ化されているため、今回の土地利用計画

策定における分級作業を GIS 上で行い、土地分級作業の効率化と精度の向上を図る。 

なお、今回使用する図・資料のうち、大きな変更があったものについては、以下にその要

点を整理する。 

 

 

１ 各種土地情報の更新について 

 

（１） 岳南広域都市計画区域都市計画基礎調査 

岳南広域都市計画区域都市計画基礎調査（以下「都市計画基礎調査」という。）の即

地的なデータについては、旧芝川町との合併後の平成 23 年, 平成 24 年に取りまとめ

られた最新データを用いる。 

 

（２） 土地分類基本調査 

土地分類基本調査（静岡県）の図面データについては、標高及び傾斜度、表層地質、

土壌、地形分類が短期間で変化することは考えづらいものであることから、第一次以

降は更新されていなかった。しかし、合併によって旧芝川町域の土地分類基本調査結

果を把握する必要性が生じたことから、最新版の図面データを用いることとする。 

また、地盤区分に関しては、平成 26 年に(独)産業技術総合研究所地質調査総合セン

ター研究資料集 No.592 （高田 亮・山元孝広・石塚吉浩・中野 俊、縮尺 25,000 分の

1）によって、土地分類基本調査の表層地質図より精度の高い富士火山地質図 第 2 版

（Ver. 1）が取りまとめられたことから、こちらを主に用いることとする。 

 

（３） 農地分布（用途、団地面積、基盤整備状況、農振農用地） 

農地分布に関するデータについては、旧芝川町域では都市計画区域外でも農地が分

布していることから、これまで使用してきた都市計画基礎調査のデータ（土地利用現

況図、農業基盤整備事業図、農振農用地区域図）は活用できないため、富士宮市農業

振興地域整備計画基礎調査に関するデータを用いることとする。 
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（４） 地域森林計画 

地域森林計画の即地的なデータについては、平成 25 年から静岡県森林情報共有シス

テム※にて各森林機能の区域（水源、山災、快適、保健、木材）が掲載されることとな

ったため、これを用いて各森林機能の区域図を作成する。 

※静岡県森林情報共有システム http://fgis.pref.shizuoka.jp/ 

 

（５） 植生自然度（現存植生図） 

現存植生の図面データについては、第三次計画策定時では昭和 62 年に作成された富

士宮市現存植生図を主に用いてきたが、この図では旧芝川町域の植生は把握できない。

一方、環境省現存植生図は、旧芝川町域の現存植生を把握でき、平成 19 年に更新され

た際に富士宮市現存植生図と同等の縮尺 25,000 分の 1 で取りまとめられていることか

ら、今回は環境省現存植生図を用いることとする。ただし、旧富士宮市域においては、

富士宮市現存植生図により一部補正を行う。 

 

（６） 野生動物の生活圏 

貴重な野生動物の生活圏については、第三次計画策定時までは昭和 57 年に環境省か

ら発表されたすぐれた自然図を参考資料とし、さらに自然保全地域を結ぶベルト状の

区域を生活圏の保護帯として設定し、扱ってきた。ただし、静岡県版レッドリスト※

（平成 15 年 4 月公表、平成 16 年 3 月改訂）において、特に生活環境を保全すべきと

されている種については、その具体の生息域を保護していく必要があるため、自然保

全分級を評価するに当たっての参考資料として用いる。 

※静岡県版レッドリスト https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-070/wild/red_replace.html 

 

（７） 法的土地利用規制 

土地利用に関連する法的規制については、都市計画基礎調査の即地的なデータを用

いることを基本とし、関係各課ヒアリング及び庁内ワーキング・グループ会議での意

見を反映させる。また、より詳細な各課所管のデータが存在する場合は、それを採用

することとする。 
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２ 土地分級方法の見直しについて 

 

（１） 富士山ハザードマップの取扱い 

富士山火山噴火に関する事項については、富士山ハザードマップ内での各項目の区

域は前回策定時から変更はないものの、平成 26 年に富士山火山広域避難計画が発表さ

れたことを踏まえ、実効性や実現性の高いものに見直す必要がある。 

 

（２） 土砂災害による危険区域 

平成 13 年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（土砂災害防止法）」が施行され、土砂災害から国民の生命を守るための対策が求めら

れる土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域が、本市でも平成 18 年以降随時指定

されている。この指定実績を踏まえ、土砂災害による危険区域の評価を見直す。 

また、土砂災害に関する即地的なデータについては、都市計画基礎調査データを基

準とし、静岡県統合基盤地理情報システム※にて掲載されている情報及び平成 26 年に

発表された静岡県富士土木事務所管内図にて最新の指定状況を把握する。 

※静岡県統合基盤地理情報システム http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?mp=9001 

 

（３） 文化財指定区域等 

文化財指定区域等については、まず、平成 25年 6月に富士山の世界遺産登録に伴い、

本市の富士山本宮浅間大社、山宮浅間神社、村山浅間神社、人穴富士講遺跡及び白糸

ノ滝が構成資産となったため、これらを分級に反映させる必要がある。 

また、鎌倉時代の富士の巻狩り当時から火入れ、刈り取りなどの管理により維持さ

れ、本市の代表的な歴史景観を呈している朝霧高原茅場のススキ草原が、平成 24 年 3

月に文化庁の「ふるさと文化財の森（全国 45 か所）」に設定された。これまでの土地

利用計画では、この植生にあたると想定される区域を「郷土景観ゾーン」としてきた

が、今回の設定により朝霧高原茅場のススキ草原が明確に位置づけられたため、この

区域を保護すべき環境として更新する。 

 

 

 

 

分級作業に使用する資料一覧 

使用する図・ 

資料の名称 
資料・調査名・所管等 

今回使用する

資料年次 

前回使用した

資料年次 

更新

状況 
該当手順 

国土地理院地形図 国土地理院 ― ― ― A 分級③ 

富士火山地質図 

地質調査総合センター研

究資料集 No.592 

((独)産業技術総合研究所 

地質調査総合センター) 

平成 26 年 

昭和 43 年 

※富士宮総合

学術調査報告

書の付属資料

を使用 

有 
Ｕ分級② 

N1分級① 
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使用する図・ 

資料の名称 

資料・調査名・ 

所管等 

今回使用する

資料年次 

前回使用した

資料年次 

更新

状況 
該当手順 

標高及び傾斜度区分図 

土地分類基本調査 

(静岡県) 

昭和 53 年 

(富士宮) 

平成元年 

(富士山・山

中湖・秦野・

小田原)  

昭和 50 年 

(吉原) 

昭和 53 年 

(富士宮) 

※富士宮図郭

外については、

地形図や縮尺

20 万分の 1 の

図等を代用 

有 

Ｕ分級① 

A 分級③ 

F 分級③ 

N1分級① 

表層地質図 
Ｕ分級② 

N1分級① 

土壌図 F 分級② 

地形分類図 N1分級② 

土壌生産力可能性等級区

分 

土地分類基本調査 

(経済企画庁総合開発局） 

昭和 46 年 

(静岡県) 

昭和 46 年 

(静岡県) 
無 F 分級② 

水田及び畑地土壌生産性

分級図 

地力保全基本調査 

(静岡県農業試験場) 
昭和 49 年 昭和 49 年 無 

Ｕ分級③ 

A 分級② 

農地分布図 

富士宮市農業振興地域整

備計画基礎調査に関する

データ 

(富士宮市農政課) 

平成 27 年 

平成 15 年 

(土地利用現況

図を使用) 

有 

A 分級① 

法的規制 

団地区分別農地分布図 

昭和 58 年 

(土地利用基盤

整備基本調査

を使用) 

A 分級③ 

基盤整備別農地分布図 
－ 

(市資料を使用) 
A 分級④ 

森林機能配置図 

（木材等生産機能、 

山地災害防止機能、 

水源涵
かん

養機能、 

快適環境形成機能、 

保健文化機能維持増進

森林） 

地域森林計画・静岡県森

林情報共有システム 

(静岡県森林計画課) 

平成 25 年 平成 9 年 有 

F 分級⑤ 

N1分級③ 

N2分級② 

N4分級② 

林班図 
(富士宮市花と緑と水の

課) 
平成 24 年 

－ 

(水とみどりの

課資料を使用) 
有 F 分級④ 

富士山ハザードマップ (富士宮市危機管理局) 平成 21 年 平成 16 年 有 N1分級⑤ 

富士山火山広域避難計画 
富士山火山防災対策協議

会 
平成 26 年  新規 N1分級⑤ 

砂防 GIS 土砂災害防止法

区域指定状況図 

静岡県統合基盤地理情報

システム 

(静岡県交通基盤部河川砂

防局砂防課) 

平成 26 年 

平成 17 年 

※土砂災害ハ

ザードマップ

を使用 

有 
N1分級⑥ 

法的規制 

静岡県富士土木事務所管

内図 
(静岡県富士土木事務所) 平成 26 年  新規 

N1分級⑥ 

法的規制 

水源分布図 (富士宮市水道部) ―  無 N2分級① 
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使用する図・ 

資料の名称 

資料・調査名・ 

所管等 

今回使用する

資料年次 

前回使用した

資料年次 

更新

状況 
該当手順 

環境省現存植生図 自然環境保全基礎調査 

(環境省) 

平成 19 年 昭和 57 年 有 

F 分級⑥ 

N1分級④ 

N3分級① 

静岡県すぐれた自然図 昭和 57 年 昭和 57 年 無 N3分級② 

富士宮市現存植生図 
富士宮市の植生 

(富士宮市) 
昭和 62 年 昭和 62 年 無＊ N3分級① 

静岡県版レッドリスト 

静岡県自然環境保護検討

委員会 

(静岡県自然保護室) 

平成 16 年  新規 N3分級③ 

富士宮市遺跡地図 

(富士宮市教育部) 平成 25 年 平成 12 年 有 

N4分級① 

法的規制 

富士宮市指定文化財一覧 
N4分級① 

法的規制 

風致地区位置図 

富士宮市緑の基本計画 

(富士宮市花と緑と水の

課) 

平成 26 年 

平成 7 年 

※市緑のマス

タープランを

使用 

有 
N4分級③ 

法的規制 

特別緑地保全地区 有 
N4分級③ 

法的規制 

都市公園位置図 有 
N4分級③ 

法的規制 

朝霧高原茅場位置図 
富士宮市文化財年報 

(富士宮市教育部) 
平成 24 年 － 有 N4分級④ 

国立公園区域図 
(富士宮市花と緑と水の

課) 
－ － 無 法的規制 

鳥獣保護区詳細区域図 
(富士宮市花と緑と水の

課) 
平成 26 年 － 有 法的規制 

土地利用現況図 

都市計画基礎調査 

(富士宮市都市計画課) 

平成 23 年 

平成 24 年 
平成 15 年 有 

F 分級① 

土砂災害指定区域図 
N1分級⑥ 

法的規制 

屋外レクリエーション施

設位置図 
N4分級④ 

鳥獣保護区等区域図 法的規制 

保安林位置図 法的規制 

砂防指定地位置図 法的規制 

河川区域図 法的規制 

市街化区域図 法的規制 

有：図面データに更新があったもの 

無：図面データの更新はなかったもの（*は旧富士宮市域のみのもの） 

新規：新規に反映させたもの 
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３ 土地分級図の作成 

 

１ 市街地・集落地域適合度分級（U 分級） 

 

（１） 市街地・集落地域適合度分級の位置づけ 

ある土地を都市的用途に利用するとした場合の適合度を判断するものである。利用

区分としては住宅、工場用地、事務所、店舗等の用地からなる宅地を主な対象とし、

これらの活動を支える公共施設等を含めた市街地や集落を土地分級総合図において

「市街地・集落地域」とする。 

 

（２） 市街地・集落地域適合度分級の作成手順及び個別分級基準 

市街地・集落地域適合度分級では、傾斜度と地盤を重ね合わせて評価（クロス評価）

した上で、さらに都市基盤形成上で不適である土壌の評価により補正を行う。 

 

図 分級の流れ 

 

 

手順 
使用する図 
資料の名称等 

更新 
状況 

概要 

① 傾斜度区分 標高及び傾斜度区分図 有 
傾斜度により、土地利用上の制約

を評価する。 

② 地盤区分 
富士火山地質図 

有 
表層地質により、土地利用上の制

約を評価する。 表層地質図 

③ 不適土壌区分 
水田及び畑地土壌生産

性分級図 
無 

農地土壌生産性から、過湿性・障

害性・災害性について評価する。 

④ 
市街地集落地域

適合度分級 
 手順①～③の総括図 

 

①傾斜度区分 

②地盤区分 

④市街地・集落地域 

適合度分級 

③不適土壌区分 

補正 

クロス評価 
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① 傾斜度区分 

傾斜度区分については、土地分類基本調査(静岡県)の付属資料である標高及び傾斜

度区分図（50,000 分の 1）を使用する。このようにして図化された傾斜度区分図を

土地分級として評価するために、地形傾斜による土地利用の制約が、次のようにま

とめられる。 
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①傾斜度区分図 

 

富士山 
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② 地盤区分 

地盤区分については、平成 26 年に(独)産業技術総合研究所地質調査総合センター

研究資料集 No.592 （高田 亮・山元孝広・石塚吉浩・中野 俊、縮尺 25,000 分の 1）

において取りまとめられている富士火山地質図 第 2 版（Ver. 1）を主に用いる。こ

の図は、第三次計画策定時まで使用していた富士宮総合学術調査報告書「富士山」

（富士急行、1971 年）の付属資料である富士山地質図（津屋弘達、1968 年）の更新

版である。富士火山地質図 第 2 版（Ver. 1）の範囲外となる区域については土地分

類基本調査（静岡県）の付属資料である表層地質図（50,000 分の 1）で補うことと

する。 

各表層地質から地盤分類を行う場合、旧国土庁「土地分類図」の表層地質図では

下表のような対応関係となっていた。今回用いる富士火山地質図及び表層地質図で

は記号表記の異なる箇所があるため、旧国土庁の地盤分類基準を参考にし、かつ第

三次計画までの地盤区分図と大きな隔たりが生じないように、次ページ表にまとめ

る通りの地盤分類を行い、これを図化する。 

また、斜面崩壊等により、斜面下部に不規則な土砂が堆積して形成されている不

安定な未固結地盤を崩土地盤とし、現在は地層が安定状態にあるものを崩土地盤１、

最近の斜面崩壊活動によって形成されているものを崩土地盤２とする。 

 

表 地盤分類基準 

地盤分類 表層地質 地盤による土地利用上の制約 

a 土砂地盤 
砂(S)、礫(g)、礫と砂(gs)、礫・砂・粘土

(gsm)、砕屑物(cl)、火山灰砂(As) 

軟質の地盤。平坦地では概ね開発可能で

あるが、傾斜地では崩落・土砂流出の危

険がある。 

b 軟弱地盤 
泥(m)、ローム層(評価は軟岩地盤と同一

にした。) 

地盤支持力が弱い。透水性が悪い。地形

によっては地盤災害・水災害をうけやす

いことが多く、開発は一般に不適。 

c 軟岩地盤 

砂岩(ss)、火山砕屑物(py)、凝灰岩質岩

石(Tr)、集塊岩及び凝灰角礫岩(AgⅢ、

AgⅡ)、礫岩(Cg) 

造成は比較的容易で、支持力も得られ

る。ただし、第３系の緩斜面（傾斜度 8

～15 度）では、地すべりに注意を要する。 

d 硬岩地盤 

砂岩泥岩互層(altⅡ)、礫岩・砂岩・泥岩

互層(altⅢ、altⅣ)、泥岩(ms)、集塊岩及

び凝灰角礫岩(AgⅠ)、溶結凝灰岩(wtⅠ、

wtⅡ、wtⅢ)、安山岩質岩石(Ab)、玄武

岩質岩石(B)、花崗岩質岩石(Gr)、黒色

片岩(Bs)、ホルンフェルス(Hr)、斑れい

岩室岩石(Gb)、輝緑凝灰岩(SCh)、珪岩

質岩石(ch)、斑岩(Qp)、流紋岩質岩石

(Ry)、石灰岩(Is)、圧砕岩質岩石(Mg) 

造成が困難で、工事による周辺への影響

が大。植生回復も困難。 

e 風化地盤 
c のうち 風化殻深度 10m 以上のもの 

d のうち 風化殻深度 3m 以上のもの 

傾斜地（特に風化花崗岩地帯）で崩壊の

危険が高い。造成は容易。ただし、侵蝕

が著しく、植生回復は困難。 

f 特殊地盤 シラス(Si)  

注）( )内は、旧国土庁「土地分類図」の表層地質図で使用している地質表示記号である。 



 

 

表 表層地質図における地盤分類対応表 

地盤 
分類 

旧国土庁「土地分類図」
の表層地質図における 

分類項目 

土地分類基本調査・表層地質図に
おける分類項目 

富士火山地質図における分類項目 
第三次計画策定時の 

富士山地質図における分類項目 

土砂 
地盤 

礫層(g) 

○砂礫質沖積層(sg1) 
○泥砂礫層沖積層(msg) 

○沖積層(a) ○河床及び海岸砂礫層(a) 

○鷺ノ田・別所砂礫層(Ssg) － 
○別所層及び鷺ノ田層、砂礫層

(Sab) 

砕屑物(cl) ○砂礫質段丘堆積物(sg3) ○低位段丘堆積物(tl) 
○古富士泥流上の段丘砂礫層

(KoF・d) 
○段丘砂礫層(d) 

崩土 
地盤 1 

砕屑物(cl) ○扇状地堆積物(sg2) 
○火山麓扇状地Ⅱ堆積物(vf2) 
○火山麓扇状地Ⅲ堆積物(vf3) 
○火山麓扇状地Ⅳ堆積物(vf4) 

○大淵溶岩上の扇状地堆積物(F・
sswi) 

○旧期溶岩類上の扇状地堆積物
(F・OL) 

○古富士泥流上の扇状地堆積物
(F・VM) 

○雪代堆積物(YS) 

崩土 
地盤 2 

砕屑物(cl) 
○扇状地堆積物(sg2) 
○扇状地砂礫堆積物(fsg) 

○火山麓扇状地Ⅰ堆積物(vf1) 
○山麓緩斜面堆積物(ps) 
○大淵降下スコリア堆積物(Sd-Obs) 

○沖積扇状地堆積物(af) 

軟岩 
地盤 

礫岩(cg) 

○浜石岳層群及び“天子岳層” 
  (主として礫岩、砂岩)(Hsg) 
○砂岩・礫岩及び泥岩 
  (天子層群及び足柄層群)(Nsg) 
○浜石岳層群・清水寺層群(sg5) 

－ 
○富士川層群及び桂川層群、角閃
石安山岩(Fuk) 

火山砕屑物(py) 

○火山灰・火山噴出物(Fa) 
○火山岩・緑色凝灰岩 
  (御坂層群)(Nvp) 

○その他の放出物 
・須走-b 期(中期)の溶岩流、火砕丘、

噴出物 
・須走-c,d 期(新期)の不動沢溶岩流
及び玄武岩溶岩以外の溶岩流 

○火山灰、その他の放出物(V)、変
質火山岩類及び堆積岩類(御坂層
群)(Mis) 

○寄生火山噴石丘(Fc) 
○富士宮期(旧期)の火砕丘、噴出物 
○須走-c,d 期(新期)の火砕流堆積物 

○旧期寄生火山噴石丘(OPV) 
○新期寄生火山噴石丘(YPV) 

○古富士火山噴出物(Fo) 
○星山期(古富士火山)の火山麓扇状
地Ⅲ堆積物及び火山麓扇状地Ⅳ堆
積物以外の噴出物 

○火山砂礫及び泥流(OLFm) 



 

 

 

地盤 
分類 

旧国土庁「土地分類図」
の表層地質図における 

分類項目 

土地分類基本調査・表層地質図に
おける分類項目 

富士火山地質図における分類項目 
第三次計画策定時の 

富士山地質図における分類項目 

硬岩 
地盤 

玄武岩質岩石(B) 
○寄生火山溶岩(Fp) 
○富士火山本体玄武岩溶岩(FI) 

○富士宮期(旧期)の一般溶岩流（玄武
岩溶岩、犬涼み山噴出物も含む) 

○須走-c,d 期(新期)の玄武岩溶岩、不
動沢溶岩流 

○旧期溶岩類一般(OCV) 
○Niu(旧期玄武岩溶岩及び火山灰
層、寄生火山、西臼塚溶岩流) 

○Fud(新期玄武岩溶岩及び火山灰
層、本体、不動流溶岩流) 

風化 
地盤 

礫岩、砂岩、泥岩、珪岩
質岩石の各互層(algsm) 

○小河内層群、佐野層及び上稲子
層  (主として溶岩)(km) 

○小河内層群(ms) 
－ 

○富士川層群及び桂川層群、角閃
岩安山岩(Fuk) 

安山岩質岩石(Ab) 

○岩渕火山岩類 
  (火山角礫岩及び溶岩)(lb) 
○岩渕安山岩類(A2) 

－ ○岩渕火山、安山岩質岩類(lw) 

○天子岳安山岩溶岩 
  (貫入火成岩類) (TI) 
○斑励岩及び閃緑岩 
  (貫入火成岩類) (Gb) 

－ ○内縁岩及び岩(貫入岩類)(D) 

注）地盤分類表：硬岩地盤において、風化穀深度β（中程度３ｍ以上風化）のみを風化地盤とする。表中の( )内は、地質の略記号 

 

軟岩地盤、硬岩地盤については、土地分類基本調査・表層地質図及び第

三次計画策定時の富士山地質図における分類をもとに、右表の通り分類し

た。 

富士火山地
質図におけ
る層序 

富士山地質
図における

層序 

火砕丘・
噴出物 

溶岩流 

玄武岩 
溶岩 

不動沢 
溶岩流 

その他 

星山期 古富士火山 py - - - 

富士宮期 旧期 py B - B 

須走-b 期 中期 py - - py 

須走-c,d 期 新期 py B B py 
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②地盤区分図 

 

富士山 
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③ 不適土壌区分 

不適土壌区分は、市街地・集落地域適合度分級の補正要因として、地力保全基本

調査（静岡県農業試験場（現農業技術研究所））における土壌生産性分級図をもとに、

農地土壌生産性の観点から都市基盤形成において不適と思われる土地を抽出するも

のである。評価基準は下表のようになる。 

富士宮市で不適土壌要因として抽出される土壌区は少なく、障害性や災害性とい

ったものは見られず、過湿性で大晦日-1（過湿性－Ⅲ）が該当するのみである。 

  

表 不適土壌区分図における分級基準 

不適土壌 

要因 

農地生産性

分級ランク 
特性 都市地域としての利用上の制約 

U 分級での

扱い(補正) 

過湿性 

(土地の湿) 

Ⅲ 過湿のおそれが多い 地耐力上の問題があり盛土を要

し、居住環境としての快適性に制

約がある 

１ランク落

とす Ⅳ 過湿のおそれが甚だ

しい 

障害性 Ⅳ 障害程度の大きい有

害物質あり(硫黄酸化

物、重金属塩類、等) 

構造物材料の酸性化を促進させ

て強度を劣化させる。また人の健

康に障害を及ぼす場合あり 

１ランク落

とす 

災害性 Ⅱ 増冠水、地すべり等の

災害を受ける危険性

が多少ある 

防災上の制約がある １ランク落

とす 

Ⅲ 増冠水、地すべり等の

災害を受ける危険性

がかなり大きい 

 ランクⅢと

する 

注）同一土壌区で２つ以上の異なる不適土壌要因を有する区域は、その土壌区域のＵ分級を２ランク落

とす（ランクⅢとする）。 

 

④ 市街地・集落地域適合度分級 

①傾斜度区分と②地盤区分を重ね合わせ、さらに傾斜の方向（南向き・北向き）

を考慮して分級ランクの設定を行う。これらは、最終的に下表のような形でクロス

評価される。 

 

表 ①傾斜度区分と②地盤区分のクロス評価による分級基準 

傾斜度 

①傾斜度区分図 

0～3 

度 

3～8 

度 

8～15 

度 

15～20 

度 

20～30

度 

30～40

度 

40 度 

以上 

斜面方向 南・北 南 北 南 北 南・北 

斜面分級 

ランク 
ランクⅠ ランクⅡ ランクⅢ 

②
地
盤
区
分
図 

土砂地盤 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

軟岩地盤 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

硬岩地盤 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

風化地盤 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

崩土地盤 

(1, 2) 
Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 
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続いて、③不適土壌区分による補正を加える。したがって、④市街地・集落地域

適合度分級（Ｕ分級）は、下表の基準のように総括される。 

 

表 市街地・集落地域適合度分級（U 分級）の総括 

評価 
ランク 

地盤・傾斜・斜面方向 

不適土壌（補正） 

過湿性 

(土地の湿) 
障害性 

災害性 

小 大 

ランクⅠ 

○土砂地盤 0～8 度 

１
ラ
ン
ク
落
と
す 

１
ラ
ン
ク
落
と
す 

１
ラ
ン
ク
落
と
す 

ラ
ン
クⅢ

と
す
る 

○軟岩地盤 0～8 度 

8～15 度（南） 

○硬岩地盤 0～3 度 

○風化地盤 0～8 度 

ランクⅡ 

○土砂地盤 8～15 度（南） 

○軟岩地盤 8～15 度（北） 

15～20 度（南） 

○硬岩地盤 3～8 度 

8～15 度（南） 

○風化地盤 8～15 度（南） 

○崩土地盤 0～8 度 

8～15 度（南） 

ランクⅢ 

○土砂地盤 8～15 度（北） 

15 度以上 

○軟岩地盤 15～20 度（北） 

20 度以上 

○硬岩地盤 8～15 度（北） 

15 度以上 

○風化地盤 8～15 度（北） 

15 度以上 

○崩土地盤 8～15 度（北） 

20 度以上 
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④市街地・集落地域適合度分級図 

 

富士山 
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２ 農地適合度分級（Ａ分級） 

 

（１） 農地適合度分級の位置づけ 

現況地目が農地である地域について、その適合度を評価する分級である。利用区分

としては、田、畑、茶園、果樹園、牧草地等を対象とし、生産性の高い土地や農地の

まとまりのある土地は土地分級総合図において「農業地域Ⅰ及びⅡ」とする。 

 

（２） 農地適合度分級の作成手順及び個別分級基準 

農地適合度分級では、現況が農地である農地分布図をもとに、土壌の生産性、機械

化の適性などの要因を評価する。また、これまで農業基盤整備事業を行ってきた土地

についても図化し、評価に加味する。 

 

図 分級の流れ 

 

 

 

手順 
使用する図・ 
資料の名称等 

更新 
状況 

概要 

① 農地分布 農地分布図 有 農地の現況分布を把握する。 

② 土壌生産性分級 
水田及び畑地土壌生産性

分級図 
無 農地土壌の生産性を評価する。 

③ 機械化適性分級 

団地区分別農地分布図 有 
農地の団地面積や傾斜度をも

とに機械化の適性を評価する。 
標高及び傾斜度区分図 新規 

国土地理院地形図 新規 

④ 
農業基盤整備済

み農地分布 
基盤整備別農地分布図 有 

事業実施済みの農地はランク

Ⅰに補正する。 

⑤ 農地適合度分級  手順①～④の総括図 

 

①
農
地
分
布 

（
作
業
基
本
図
） 

②土壌生産性 

分級 

⑤農地適合度 

分級 
補正 

③機械化適性 

分級 ④農業基盤整備 

済み農地分布 

クロス評価 
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① 農地分布 

平成 22 年の合併によって新たに加わった旧芝川町域については、都市計画区域外

にも農地が分布していることから、これまで使用してきた都市計画基礎調査のデー

タ（土地利用現況図、農業基盤整備事業図、農振農用地区域図）では農地の分布状

況を完全には把握できない。このため、農地分布図は、富士宮市農業振興地域整備

計画（富士宮市農政課、平成 27 年）の改定時に作成された GIS データを用いる。 

本データは、農振農用地（青地農地）とその他の農地（白地農地）、用途（田、畑、

樹園地、採草放牧地、農業用施設）の属性において整理されている。 

 

② 土壌生産性分級 

土壌生産性分級は、地力保全基本調査（静岡県農業試験場（現農業技術研究所））

における土壌生産力可能性分級に基づいて作成されている水田及び畑地土壌生産性

分級図を基本に図化する。ただし、この中で次ページ表に掲載している評価項目の

うち、表土の厚さ(t)と養分の豊否(n)は日常の耕作活動により容易に変化しうるもの

であると判断し、分級要因より除外する。それ以外の評価項目のうち最も低水準の

等級が土壌生産性分級の評価ランクとなる。 

 

表 生産力可能性分級基準（地力保全基本調査の概要、静岡県農業試験場、昭和 49 年） 

等級 基準 

第Ⅰ等級 

正当な収量を上げ、また正当な土壌管理を行う上に、土壌的にみて殆

どあるいは全く制限因子あるいは阻害因子がなく、また土壌悪化の危

険性もない良好な耕地とみなされる土地。 

第Ⅱ等級 

正当な収量を上げ、また正当な土壌管理を行う上に、土壌的にみて若

干の制限因子あるいは阻害因子があり、あるいはまた土壌悪化の危険

性が多少存在する土地。 

第Ⅲ等級 

正当な収量を上げ、また正当な土壌管理を行う上に、土壌的にみてか

なり大きな制限因子あるいは阻害因子があり、あるいはまた土壌悪化

の危険性のかなり大きい土地。 

第Ⅳ等級 

正当な収量を上げ、また正当な土壌管理を行う上に、土壌的にみてき

わめて大きな制限因子あるいは阻害因子があり、あるいはまた土壌悪

化の危険性がきわめて大きく、耕地として利用するには、きわめて困

難と認められる土地。 

 

 



 

 

表 簡略分級式の説明（地力保全基本調査の概要、静岡県農業試験場、昭和 49 年） 

基準項目 
表示 

記号 

等級 

備考 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

水田 畑 水田 畑 水田 畑 水田 畑 

水稲 
畑 

作物 

普通 

作物 
桑 茶 果樹 水稲 

畑 

作物 

普通 

作物 
桑 茶 果樹 水稲 

畑 

作物 

普通 

作物 
桑 茶 果樹 水稲 

畑 

作物 

普通 

作物 
桑 茶 果樹 

表(作)土 

の厚さ 
t 

25cm～ 

15cm 
25cm以上 

15cm 

以下 
25～15cm 

 
15cm以下 

 
15cm以下 有効土層の深さがⅣの場合にはⅣとする 

有効土層 

の深さ 
d 

100cm～ 

50cm 
100cm以上 

50～ 

25cm 
100～50cm 25～15cm 50～15cm 50～25cm 15cm以下 

25cm 

以下 
  

表(作)土 

の礫含量 
g 20%以下 5%以下 

10% 

以下 

20% 

以下 
10～50% 5～20% 10～20% 

10～ 

50% 
20～50% 10～50% 20%以上 

50% 

以上 

20% 

以上 

50% 

以上 

1) 含量は礫の土層断面中の面積割合を示す 

2) 水田の 10～50%、普通作物の 5～50%、桑、

茶の 50%以上、果樹の 10%以上については、

礫の大きさ、風化の程度、含量の多少を考慮

して等級を決定する 

耕転の 

難易 
p 耕起、粋土が容易 耕起、粋土がやや困難である 耕起、粋土が困難である   

表(作)土の土性、粘着性および風乾土の硬さ

から判定する 

湛水 

透水性 
l 小～中   大   極大     作土下 50cmの土性、ち密度から判定する 

酸化 

還元性 
r 

還元化が弱

く水稲の根

系障害が殆

どない 

  

還元化が進

み水稲の根

系障害のお

それがかな

りある 

  

還元化が極

めて強く水

稲の根系障

害が甚だし

いか、そのお

それが極め

て大きい 

    
作土の易分解性有機含量、遊離酸化鉄含量お

よびグライ化度から判定する 

土地の 

乾湿 

w 
  

過湿または過干のおそれがないか、

または少ない 
  

過湿のおそれがある 
  

過湿のおそれが多い 
  

過湿のおそれが甚だしい 透水性、保水性、湿潤度(土壌の年間にわた

る支配的水分状態)から判定する (w) 過干のおそれがある 過干のおそれが多い 過干のおそれが甚だしい 

自然 

肥沃度 
f 高 中 低 

 

保肥力、固定力および土層の塩基状態から判

定する 

養分の 

豊否 
n 多 中 少 

 

置換性石灰・苦土・加里含量、有効態燐酸・

窒素・珪酸含量、微量要素含量および酸度か

ら、当該地区において特に問題となると考え

られる要因に重点をおいて判定する 

障害性 i 有害物質および物理的障害なし 

障害程度の小さい有害物質あり 

または 

除去やや困難な物理的障害あり 

障害程度の中位の有害物質あり 

または 

除去きわめて困難な物理的障害あり 

障害程度の大きい有害物質あり 

1) 有害物質とは硫黄化合物、重金属塩類、

またはかんがい水による害をいう 

2) 物質的障害とは地表化 50cm 以内に存在

する基岩、盤層、硬いち密層あるいは未風化

巨礫などによる甚だしい物理的障害をいう 

災害性 a 
増冠水地すべり等の災害を受ける危険性が殆どな

い 
増冠水地すべり等の災害を受ける危険性が多少ある 

増冠水地すべり等の災害を受ける危険性がかなり大き

い 
  

増冠水および地すべりの危険度から判定す

る 

傾斜 s   3度以下 
8度 

以下 

15度 

以下  
3～8度 

8～ 

15度 

8～ 

25度  
8～15度 15～25度 

 

15度 

以上 
25度以上 

1) 分級は自然傾斜を主とし、傾斜の方向、

人為傾斜を考慮に入れて総合的に行う 

2) 果樹の 8～25 度については樹種、傾斜の

方向、微気象的条件を考慮して等級を決定す

る 

侵蝕 e   
浸蝕のおそれがないかまた

はきわめて少ない 
  浸蝕のおそれがある   浸蝕のおそれが多い   浸蝕のおそれが甚だしい 

分級は浸蝕度を主とし、耐水蝕性・台風蝕性

を考慮して行う 



 

 

 

表 水田土壌区の土壌生産性分級 

土壌区名 

土壌生産性分級 有効土層 

の深さ 

表土の 

礫含量 

耕転の 

難易度 

湛水 

透水性 

酸化 

還元性 

土地の

湿 

土地の

乾 

自然 

肥沃度 

障害性 災害性 傾斜 侵蝕 

稲作利用 畑作利用 d g p l r w x f i a s e 

青木上-1 ランクⅢ ランクⅢ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

堀久保-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅰ(畑地：Ⅱ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

星山-1 ランクⅢ ランクⅢ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

猪之頭-1 ランクⅡ ランクⅢ Ⅱ(畑地：Ⅲ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

貫井-1 ランクⅡ ランクⅢ Ⅱ(畑地：Ⅲ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

上稲子-1 ランクⅢ ランクⅢ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

河原口-1 ランクⅡ ランクⅢ Ⅱ(畑地：Ⅲ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

西山久保-1 ランクⅠ ランクⅡ Ⅰ(畑地：Ⅱ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

猫沢-1 ランクⅡ ランクⅢ Ⅱ(畑地：Ⅲ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

御園-1 ランクⅢ ランクⅢ Ⅰ(畑地：Ⅱ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

大岩-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅰ(畑地：Ⅱ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

下久保-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅰ(畑地：Ⅱ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

鳥並-1 ランクⅡ ランクⅢ Ⅱ(畑地：Ⅲ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

下柚野-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅰ(畑地：Ⅱ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

内房-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅰ(畑地：Ⅱ) Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

山下-1 ランクⅢ ランクⅢ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

 



 

 

表 畑地土壌区の土壌生産性分級 

土壌区名 土壌生産性分級 有効土層 

の深さ 

表土の 

礫含量 

耕転の 

難易度 

湛水 

透水性 

酸化 

還元性 

土地の

湿 

土地の

乾 

自然 

肥沃度 

障害性 災害性 傾斜 侵蝕 

畑作利用 茶畑利用 d g p l r w x f i a s e 

阿幸地-1 ランクⅣ ランクⅣ Ⅲ(茶：Ⅳ) Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅱ 

権現-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅱ 

羽渕-1 ランクⅢ ランクⅣ Ⅲ(茶：Ⅳ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅱ 

稲子-1 ランクⅢ ランクⅣ Ⅲ(茶：Ⅳ) Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅱ 

上井出-1 ランクⅢ ランクⅣ Ⅲ(茶：Ⅳ) Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ(茶：Ⅱ) Ⅱ 

上高原-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 

上高原-2 ランクⅡ ランクⅡ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 

高徳坊-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 

長貫-1 ランクⅢ ランクⅢ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

西下原-1 ランクⅢ ランクⅣ Ⅲ(茶：Ⅳ) Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 

中村-1 ランクⅢ ランクⅣ Ⅲ(茶：Ⅳ) Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅱ 

尾崎-1 ランクⅢ ランクⅢ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

大岩-1 ランクⅢ ランクⅣ Ⅲ(茶：Ⅳ) Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ(茶：Ⅱ) Ⅱ 

大晦日-1 ランクⅢ ランクⅢ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅱ 

下高原-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅱ 

下高原-2 ランクⅢ ランクⅣ Ⅲ(茶：Ⅳ) Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅲ 

滝戸-1 ランクⅢ ランクⅢ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 

外神-1 ランクⅢ ランクⅣ Ⅲ(茶：Ⅳ) Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅱ 

内房-1 ランクⅢ ランクⅡ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ(茶：Ⅱ) Ⅱ 

柚野-1 ランクⅡ ランクⅡ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ(茶：Ⅰ) Ⅱ 
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②土壌生産性分級図 

 

富士山 



146 

 

 

③ 機械化適性分級 

機械化適性分級については、富士宮市土地利用基盤整備基本調査が合併以降実施

されていないことから、これまでの、類型区分団地調査票と類型区分図を団地の大

きさと地形の傾斜に読みかえる方法ではなく、富士宮市農業振興地域整備計画の改

定時に作成された団地区分別農地分布図（次ページ掲載図）をもとに評価する。農

地の傾斜については、傾斜度区分図及び国土地理院地形図の等高線から把握できる

傾斜を反映させる。 

 

表 土地利用基盤整備基本調査における農地立地分級基準 

田  畑（普通畑、放牧地、樹園地） 

傾斜 団地の面積規模  傾斜 団地の面積規模 

0.3%(勾配 1/300)未
満 

200ha 以上  

14.0%(傾斜 8 度)未満 

100ha 以上 

50～200ha  20～100ha 

50ha 未満  20ha 未満 

0.3%(勾配 1/300) 
～1.0%(勾配 1/100) 

200ha 以上  
14.0%（傾斜 8 度) 
～26.8%(傾斜 15 度) 

100ha 以上 

50～200ha  20～100ha 

50ha 未満  20ha 未満 

1.0%(勾配 1/100) 
～5.0%(勾配 1/20) 

50ha 以上  

26.8%(傾斜 15度)以上 

100ha 以上 

50ha 未満  20～100ha 

5.0%(勾配 1/20)以上 無制限  20ha 未満 

注)傾斜は１筆ごとの耕地面の傾斜ではなく、団地としての地形の主傾斜をいう。 

Ｓ58.4 富士宮市、土地利用基盤整備基本調査 

 

表 機械化適性分級基準 

a. 水田－稲作利用としての基準 

傾斜 
団地面積 

1/100 未満 1/100～1/20 1/20 以上 

20ha 以上 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

20ha 未満 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

 

b. 水田－畑作利用としての基準  c. 畑地－畑作利用としての基準 

傾斜 
団地面積 

1/20 未満 1/20 以上  団地面積 評価ランク 

20ha 以上 Ⅰ Ⅱ  20ha 以上 Ⅰ 

20ha 未満 Ⅱ Ⅲ  20ha 未満 Ⅱ 
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団地区分別農地分布図 

 

富士山 
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④ 農業基盤整備済み農地分布 

農業関連事業の実績要因として、農業基盤整備事業がある。第三次計画までは、

都市計画基礎調査データの農業基盤整備事業図を用いて、事業年次に関わらず、す

べての農業基盤整備事業済区域を評価の対象としてきた。今回は、富士宮市農業振

興地域整備計画（富士宮市農政課、平成 27 年）の GIS データを用いているため、富

士宮市農業振興地域整備計画の改定時に作成された基盤整備別農地分布図（次ペー

ジ掲載図）によって、農地ごとにすべての基盤整備状況を把握することができる。 

農業基盤整備を行った農地では、一般的に事業により生産性、耕作性ともにすぐ

れた土地になると考えられること、また投資効果を確保する必要性があることなど

から、農地適合度分級の評価ランクⅠとする。 

 

⑤ 農地適合度分級 

前述の②土壌生産性分級と③機械化適性分級を下表のように重ね合わせ、評価を

行う。 

 

表 ②土壌生産性分級と③機械化適性分級の重ね合わせ基準 

a. 水田－稲作利用としての農地評価 

要因 
水田―稲作利用土壌生産性分級 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

機
械
化
適
性
分
級 

水
田
―
稲
作
利
用 

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ 

 

b. 水田－畑作利用としての農地評価 

要因 
水田―畑作利用土壌生産性分級 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

機
械
化
適
性
分
級 

水
田
―
畑
作
利
用 

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

 

c. 畑地－畑作利用としての農地評価 

要因 
畑地―畑作利用土壌生産性分級 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

機
械
化
適
性
分
級 

畑
地
―
畑
作
利
用 

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
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基盤整備別農地分布図 

 

富士山 
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続いて、④農業基盤整備済み農地分布による補正を加える。したがって、⑤農地適合

度分級（A 分級）は、下表の基準のように総括される。 

 

表 農地適合度分級（A 分級）の総括 

評価 
ランク 

土壌生産性分級と機械化適性分級の 
重ね合わせ評価 

農業基盤整備 
事業実績 

水田－稲作利用 水田－畑作利用 畑地－畑作利用 

ランクⅠ 
Ⅰ－Ⅰ 

Ⅱ－Ⅰ 

Ⅰ－Ⅰ 

Ⅱ－Ⅰ 

Ⅰ－Ⅰ 

Ⅱ－Ⅰ 

すべてⅠ 

にする 

ランクⅡ 

Ⅰ－Ⅱ 

Ⅱ－Ⅱ 

Ⅲ－Ⅰ 

Ⅰ－Ⅱ 

Ⅱ－Ⅱ 

Ⅲ－Ⅰ 

Ⅰ－Ⅱ 

Ⅱ－Ⅱ 

Ⅲ－Ⅰ 

ランクⅢ 

Ⅰ－Ⅲ 

Ⅰ－Ⅳ 

Ⅱ－Ⅲ 

Ⅱ－Ⅳ 

Ⅲ－Ⅱ 

Ⅲ－Ⅲ 

Ⅲ－Ⅳ 

Ⅳ－Ⅰ 

Ⅳ－Ⅱ 

Ⅳ－Ⅲ 

Ⅳ－Ⅳ 

Ⅰ－Ⅲ 

Ⅱ－Ⅲ 

Ⅲ－Ⅱ 

Ⅲ－Ⅲ 

Ⅳ－Ⅰ 

Ⅳ－Ⅱ 

Ⅳ－Ⅲ 

Ⅲ－Ⅱ 

Ⅳ－Ⅰ 

Ⅳ－Ⅱ 
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⑤農地適合度分級図 

 

富士山 
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３ 林地適合度分級（Ｆ分級） 

 

（１） 林地適合度分級の位置づけ 

材木の生産機能の観点から林地としての適合度を判断する分級である。林業は経済

的行為のみならず、森林公益的機能の増進も含むが、経済行為に限っては育材から材

木生産、その他林産物の栽培採取など広い範囲にわたり、公益的機能については、こ

の後の自然地域（Ｎ１～Ｎ４分級）として評価する。評価ランクが高い地域は土地分級

総合図において「林業地域Ⅰ」とする。なお、対象地域は現況地目の山林とする。 

 

（２） 林地適合度分級の作成手順及び個別分級基準 

林地適合度分級では、土壌や傾斜による生育性に加えて、公共的な造林の有無、森

林の木材生産性の機能、植林の状況を加味して評価する。 

 

図 分級の流れ 

 

 

手順 
使用する図・ 
資料の名称等 

更新 
状況 

概要 

① 林地分布 土地利用現況図 有 林地の現況分布を把握する。 

② 土壌による生育性区分 

土壌図 有 

土壌による生育性を評価する。 土壌生産力可能性等

級区分 
無 

③ 傾斜による育林性区分 
標高及び傾斜度区分

図 
有 傾斜による育林性を評価する。 

④ 公共造林等位置 林班図 無 公共造林の位置を把握する。 

⑤ 木材等生産機能区域 

森林機能配置図 

（木材等生産機能維

持増進森林） 

有 
地域森林計画における木材生

産機能の区域を把握する。 

⑥ 植林地分布 環境省現存植生図 有 植林を行った位置を把握する。 

⑦ 林地適合度分級  手順①～⑥の総括図 

①
林
地
分
布 

（
作
業
基
本
図
） 

②土壌による

生育性区分 

⑦林地適合度 

分級 

③傾斜による

育林性区分 

クロス評価 

⑤木材等生産機

能区域 
⑥植林地 

分布 
④公共造林等

位置 

補正 
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① 林地分布 

林地分布は、都市計画基礎調査の土地利用現況図（193 ページに掲載）により、

現況が林地である箇所を抽出して図化したものである。 

 

② 土壌による生育性区分 

土壌による生育性区分とは、林地土壌の生産力可能性の評価を行ったものである。

土壌による生育性区分は、土壌の状態と、①林地分布を重ね合わせ、土壌生産力可

能性等級（旧経済企画庁、昭和 46 年）に基づいて生育性を評価して、図化したもの

である。 

 

静岡県の土壌生産力可能性等級区分基準表（旧経済企画庁） 

No. 土壌統群 林地 草地 
農地 

総合 
樹園地 畑 水田 

1 岩石地 － － － － － － 

2 高山岩屑性土壌 Ⅴ － － － － Ⅴ 

3 岩屑性土壌 Ⅴ － － － － Ⅴ 

4 残積性未熟土壌 Ⅳ － － － － Ⅳ 

5 粗粒残積性未熟土壌 Ⅴ － － － － Ⅴ 

6 砂丘未熟土壌 － － － Ⅲ － Ⅲ 

7 粗粒火山抛出物未熟土壌 Ⅲ － － － － Ⅲ 

8 厚層黒ボク土壌 － Ⅲ Ⅲ Ⅲ － Ⅲ 

9 黒ボク土壌 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ － Ⅲ 

10 厚層黒ボク土壌・黒ボク土壌複合相 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ － Ⅲ 

11 粗粒黒ボク土壌 － Ⅲ Ⅲ Ⅲ － Ⅲ 

12 多湿黒ボク土壌 － － － － Ⅲ Ⅲ 

13 粗粒多湿黒ボク土壌 － － － － Ⅲ Ⅲ 

14 淡色黒ボク土壌 － Ⅲ － Ⅲ － Ⅲ 

15 乾性褐色森林土壌 Ⅲ － － － － Ⅲ 

16 乾性褐色森林土壌（黄褐系） Ⅳ － － － － Ⅳ 

17 乾性褐色森林土壌（赤褐系） Ⅳ － － － － Ⅳ 

18 褐色森林土壌 Ⅱ － － － － Ⅱ 

19 褐色森林土壌（黄褐系） Ⅲ － － － － Ⅲ 

20 褐色森林土壌（赤褐系） Ⅲ － － － － Ⅲ 

21 湿性褐色森林土壌 Ⅰ － － － － Ⅰ 

22 乾性ポドゾル化土壌 Ⅴ － － － － Ⅴ 

23 湿性ポドゾル化土壌 Ⅴ － － － － Ⅴ 

24 赤色土壌 Ⅳ － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ 

25 黄色土壌 － － － Ⅲ － Ⅲ 

26 暗赤色土壌 Ⅲ － － － － Ⅲ 

27 褐色低地土壌 － － Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 

28 粗粒褐色低地土壌 － － Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

29 細粒灰色低地土壌 － － － － Ⅱ Ⅱ 

30 灰色低地土壌 － － － － Ⅱ Ⅱ 

31 粗粒灰色低地土壌 － － － － Ⅲ Ⅲ 

32 細粒グライ土壌 － － － － Ⅱ Ⅱ 

33 グライ土壌 － － － － Ⅱ Ⅱ 

34 粗粒グライ土壌 － － － － Ⅲ Ⅲ 

35 低位泥炭土壌 － － － － Ⅲ Ⅲ 

36 黒泥土壌 － － － － Ⅲ Ⅲ 
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土壌図 

 

富士山 
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土壌統群ごとの林地の地位級は、主要樹種ごとにⅠ～Ｖの等級区分を行う。これ

を総合して、樹種にとらわれない林木生育の可能性のⅠ～Ｖ等級に区分する。 

 

表 土壌生産力可能性等級の総合区分と等級区分の対応関係 

等級区分 P1 P2 P3 P4 P5 

農
地 

水田 

土壌生産力可能性 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ (Ⅳ) 

普通畑 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ (Ⅳ) 

樹園地 Ⅰ Ⅰ～Ⅱ Ⅱ～Ⅲ Ⅲ Ⅳ 

草地 草地土壌生産力可能性 Ⅰ Ⅰ～Ⅱ Ⅱ Ⅱ～Ⅲ Ⅱ～Ⅳ 

林地 地位級 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

 

土壌の状態を把握する資料は、第三次計画までは土地分類図・土壌図（旧経済企

画庁、20 万分の 1、昭和 46 年）を用いていたが、より詳細な土地分類基本調査（静

岡県）の付属資料である土壌図（50,000 分の 1）を用いることとする。したがって、

生育性評価については下表の通りまとめる。 

 

表 生育性評価基準 

生産力区分 
土地分類基本調査・土壌図 

(5 万分の 1)  
旧経済企画庁土地分類図・土壌図 

(20 万分の１)  

P1 湿性褐色森林土壌 湿性褐色森林土壌 

P2 

褐色森林土壌 
褐色低地土壌 
細粒灰色低地土壌 
灰色低地土壌 
中粒灰色低地土壌※ 

褐色森林土壌 
褐色低地土壌 

P3 

粗粒火山抛出物未熟土壌 
厚層黒ボク土壌 
黒ボク土壌 
多湿黒ボク土壌 
淡色黒ボク土壌 
乾性褐色森林土壌 
黄色土壌 
暗赤色土壌 
粗粒褐色低地土壌 
人工未熟土壌※ 

黒ボク土壌 
厚層黒ボク土壌・黒ボク土壌複合層 
多湿黒ボク土壌 
乾性褐色森林土壌 
粗粒褐色低地土壌 
黒泥土壌 

P4 
残積性未熟土壌 
黒ボクグライ土壌※ 

残積性未熟土壌 
黒泥土壌 
(大沢扇状地上部の黒泥土壌はⅣ) 

P5 
高山岩屑性土壌 
岩屑性土壌 
粗粒残積性未熟土壌 

高山岩屑性土壌 

岩石地帯 
(非土壌地帯) 

岩石地 － 

※土壌生産力可能性等級（旧経済企画庁）にて分類のない土壌統群については、第三次計画までの土壌

による生産性区分と大きな隔たりが生じないように各等級区分に分類する。 
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②土壌による生育性区分図 

 

富士山 
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③ 傾斜による育林性区分 

傾斜による育林性区分とは、育林作業の難易性、地力保全の難易性を合わせて評

価したものである。これらはともに傾斜度によって代表されるため、市街地・集落

地域適合度分級で作成した傾斜度区分を次のようにまとめ直し、育林性として評価

する。 

 

表 育林性評価基準 

評価ランク 傾斜度 

ランクⅠ 15 度以下 

ランクⅡ 15～30 度 

ランクⅢ 30～40 度 

ランクⅣ 40 度以上 

 

④ 公共造林等位置 

県行造林、官行造林、公社造林の公共造林地の中で、現在本市に存在するものは

官行造林であるが、これらは公共的な計画にもとづく公共的投資区域であることか

ら、本市の官行造林地を林地適合度分級の評価ランクⅠとして評価する。 

 

⑤ 木材等生産機能区域 

地域森林計画にもとづく森林機能配置図（静岡県森林計画課）に示されている木

材等生産機能維持増進森林に該当する区域で、かつ土壌による生育性区分・傾斜に

よる育林性区分における林地適合度分級がⅢ以下の区域をすべて評価ランクⅡとし

て評価する。 

 

⑥ 植林地分布 

植林地の扱いについては、現在まで植林地として育林されてきた成果を踏まえる

と、林地としての適合度は他の林地よりもランクが高いと思われるが、植林地は人

為的な改変の結果であり自然立地的要因を表すものではないため、土壌による生育

性区分・傾斜による育林性区分における林地適合度分級がⅢ以下となっている区域

に限り、植林地を評価ランクⅡとして評価する。 
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④公共造林等位置図及び⑤木材等生産機能区域図 

 

富士山 
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⑥植林地分布図 

 

富士山 
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⑦ 林地適合度分級 

②土壌による生育性区分の評価を主に、③傾斜度による育林性区分の評価を重ね

合わせて、次のように基本的な林地適合度分級を設定し、図化する。 

 

表 土壌－傾斜度要因による林地適合度分級基準 

要因 
傾斜による育林性区分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

土
壌
に
よ
る
生
育

性
区
分 

P1 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

P2 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

P3 Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

P4 Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ 

P5 Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 

 

続いて、④公共造林等位置、⑤木材等生産機能区域、⑥植林地分布による補正を加

える。したがって、⑦林地適合度分級（F 分級）は、下表の基準のように総括される。 

 

表 林地適合度分級（F 分級）の総括 

評価 
ランク 

土壌による生育性区分図
と傾斜による育林性区分
図の重ね合わせ評価 

公共造林 

(官行造林地) 

等の位置 

地域森林計画 
森林機能 

人工植林地 

ランクⅠ 
P1－Ⅰ 

P1－Ⅱ 

すべてⅠ 

にする 

  

ランクⅡ 

P1－Ⅲ 

P2－Ⅰ 

P2－Ⅱ 

  

ランクⅢ 

P1－Ⅳ 

P2－Ⅲ 

P2－Ⅳ 

P3－Ⅰ 

P3－Ⅱ 

P3－Ⅲ 

P3－Ⅳ 

P4－Ⅰ 

P4－Ⅱ 

P4－Ⅲ 

P4－Ⅳ 

木材等生産機

能区域をⅡに

上げる 

人工植林地

の区域を 

Ⅱに上げる 
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⑦林地適合度分級図 

 

富士山 
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４ 防災保全分級（Ｎ１分級） 

 

（１） 防災保全分級の位置づけ 

域内、域外における種々の災害を防止し、あるいは吸収し、危険地での被害要素を

少なくするために、土地及び地表の形質の変更を制約する必要がある地域を評価する

分級であり、評価ランクが高い地域は土地分級総合図において「防災保全地域Ⅰ」と

する。 

 

（２） 防災保全分級の作成手順及び個別分級基準 

防災保全分級では、災害防止や被害減少の観点から、地形・地質などの要因、富士

山噴火の危険性要因、土砂災害の危険性要因などを評価する。 

 

図 分級の流れ 

 

手順 
使用する図・ 
資料の名称等 

更新 
状況 

概要 

① 
地形・地質による

要因 

標高及び傾斜度区分図 有 
地盤と傾斜から防災性を評価

する。 
富士火山地質図 有 

表層地質図 有 

② 地形による補正 地形分類図 有 地形要素を補正する。 

③ 
森林機能による

補正 

森林機能配置図 

（山地災害防止機能維持

増進森林） 

有 森林機能要素を補正する。 

④ 植生による補正 環境省現存植生図 有 植生要素を補正する。 

⑤ 
富士山噴火によ

る危険区域 

富士山ハザードマップ 有 富士山噴火の危険性を評価す

る。 富士山火山広域避難計画 新規 

⑥ 
土砂災害による

危険区域 

土砂災害指定区域図 有 

土砂災害の危険性を評価す

る。 

砂防GIS土砂災害防止法区

域指定状況図 
有 

静岡県富士土木事務所管

内図 
新規 

⑦ 防災保全分級  手順①～⑥の総括図 

①地形・地質による要因 

⑤富士山噴火による危険区域 ⑦防災保全 

分級 

補正 

⑥土砂災害による危険区域 

③森林機能

による補正 
④植生によ

る補正 
②地形によ

る補正 
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① 地形・地質による要因 

市街地・集落地適合度分級（Ｕ分級）において使用した傾斜度区分と地盤区分を、

防災保全分級として次のような基準で評価する。 

 

表 U 分級①傾斜度区分と U 分級②地盤区分のクロス評価による分級基準 

 
U 分級①傾斜度区分図 地盤区分における 

傾斜度保全分級基本型 
（131 ページに掲載）との関係 

0～3
度 

3～8
度 

8～15
度 

15～20
度 

20度
以上 

U 
分 
級 
② 
地 
盤 
区 
分 
図 

 
土砂地盤 

 
Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

緩傾斜地の崩落を考慮して、8～15
度をランクⅡとする。 

 
軟岩地盤 

 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 

地盤上の問題は少なく、基本型の
ままとする。ただし、地すべりに
関しては別のチェックの要あり。 

 
硬岩地盤 

 
Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

造成難等から、緩中斜地（3～20
度）を１ランク下げる。 

崩土地盤 1 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 
 
 

崩土地盤 2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 
 
 

 
風化地盤 

 
Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

傾斜地の崩壊を考慮して、8 度以
上を１ランク下げる。 

注）崩土地盤２とは、現に形成されつつある土石流堆であり、土地分類基本調査や富士山地質図

及び同説明書等に「活扇状地」「沖積扇状地堆積物」「現在形成されつつある氾濫原」と記載さ

れているものである。 

 

② 地形による補正 

地形による補正については、土地分類基本調査（静岡県）の付属資料である地形

分類図（50,000 分の 1）を使用する。このうち、崩壊の危険性の高い地形である「崖」

「谷壁急斜面」等については、防災保全すべき地域として分級に反映させる。 

 

表 地形分類図による分級基準 

評価ランク 地形要因 

ランクⅠ 崖、谷壁急斜面、傾斜急変部 

ランクⅡ 崖錐、崖錐堆積地Ⅰ・Ⅱ、沖積錐、山麓緩斜面 

 

③ 森林機能による補正 

地域森林計画にもとづく森林機能配置図（静岡県森林計画課）では、地崩れ、水

害等の災害を防止する機能を有するものとして、山地災害防止機能の区分が表示さ

れている。この山地災害防止機能維持増進森林を、評価ランクⅡとして設定する。 
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①地形・地質要因による要因図 

 

富士山 
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④ 植生による補正 

防災上重要な植生群については、宮脇昭によって原色現代科学大事典にて取りま

とめられており、下表のとおりとなっている。 

第三次計画策定時には、富士宮市現存植生図（富士宮市、昭和 62 年）と環境省現

存植生図（環境省自然環境保全基礎調査）を併用しながら防災上重要な植生群を摘

出してきたが、旧芝川町域の植生については富士宮市現存植生図から把握できない。

そのため、環境省現存植生図を主に用い、富士宮市現存植生図にて補正を行う。た

だし、下表に掲載されている植生群はいずれも環境省自然環境保全基礎調査の調査

項目にもあるため、ここでは富士宮市現存植生図による補正は行わない。 

補正の対象となっている植生のうち「フジアザミ－ヤマホタルブクロ群集」の区

域は、①地形・地質による要因図及び②地形による補正にて既に評価ランクⅠとな

っていることから、今回の補正によって防災保全分級が評価ランクⅠとなる区域は

市域には存在しない。 

 

表 植生による分級基準（参考として宮脇昭、原色現代科学大事典使用） 

植生群名 植生区分 
評価 

ランク 
要因 

環境省現存植生図と

富士宮市現存植生図

の対応状況 

ミドリユキザサー 

ダケカンバ群団 

亜高山帯広葉樹林 

(コケモモ－トウヒク

ラス域自然植生) 

Ⅱ 

・なだれの影響を強く

受ける傾斜地や谷間

に面した不安定な立

地に優先して成立。 

・環境省現存植生図に

おいても、市域に分

布有り。 

ヒノキ群落 
冷温帯針葉樹林(ブナ

クラス域自然植生) 
Ⅰ’ 

・溶岩原という極端に

厳しい立地に生育す

る。 

・周辺植生とともに、

現在残存する林分の

保護が強く望まれ

る。 

・環境省現存植生図に

おいては、市域に分

布はないが、調査項

目にはなっている。 

フジアザミ－ 

ヤマホタルブクロ

群集 

火山荒原植生・硫気孔

原植生(河辺・湿原・沼

沢地・砂丘植生) 

Ⅰ’ ・崩壊地の草本植生。 

・環境省現存植生図に

おいても、市域に分

布有り。 

シキミ－モミ群集 

暖温帯針葉樹林 

(ヤブツバキクラス域

自然植生) 

Ⅰ’ 

・海抜 700～800m 付近

までの尾根部や急斜

面に発達しているの

はシキミ－モミ群集

と指定される。 

・環境省現存植生図に

おいては、市域に分

布はないが、調査項

目にはなっている。 

アカマツ植林 
植林地 

(植林地・耕作地植生) 
Ⅱ 

・植栽地は尾根に限ら

れる。 

・環境省現存植生図に

おいても、市域に分

布有り。 

落葉広葉樹植林 

(その他植林) 

植林地 

(植林地・耕作地植生) 
Ⅱ 

・富士川沿いのヤシャ

ブシ植林は、崩壊性

の強い斜面に生息し

ている。 

・環境省現存植生図に

おいては、市域に分

布はないが、調査項

目にはなっている。 

注）Ⅰ'とは、防災上保全すべき植生であるが、同時に自然度が高いことから、総合評価

では自然保全分級で評価ランクⅠとするものを表す。 
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②地形分類、③森林機能、④植生によって補正した防災保全分級図 

 

富士山 
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⑤ 富士山噴火による危険区域 

富士山ハザードマップ※は、富士山が噴火したときに市民や防災機関の火山防災対

策の基礎として重要であると思われる被害の影響などの情報を記載した地図で、仮

に富士山が噴火した場合に、火砕流、噴石、溶岩流などについて影響が及ぶと考え

られる範囲が示されている。 

※平成 16 年に富士山火山防災協議会・富士山ハザードマップ検討委員会により発表されたもの

であり、現在は平成 21 年に改定されたもので運用されている。 

 

また、平成 26 年に富士山火山広域避難計画（以下「広域避難計画」という。）が富

士山火山防災対策協議会によって発表され、噴火前の警戒レベルごとに、噴火開始直

後のエリア別の避難計画が定められている。この計画では、火砕流や噴石（大きいも

の）等は、「時間的猶予がなく可能な限り噴火前の段階で避難対象エリア外への避難」

としているが、溶岩流は「速度は比較的遅く、段階的な避難が可能なことから、噴火

後３時間以内に溶岩流が到達する可能性のある地域については、噴火前の避難とする

が、噴火後３時間を超えて到達する地域については、溶岩流の流下状況に応じた避難

とする」としている。 

第三次計画では、富士山ハザードマップに示されている「火口ができる可能性の高

い範囲」及び「噴火しそうな時、噴火が始まった時すぐに避難が必要な範囲」を評価

ランクⅠとされていた。しかし、新たに広域避難計画が示され、溶岩流については段

階的な避難が可能であることや、溶岩流の影響想定範囲は市域の大部分を覆っており、

土地利用においても地域経済の活性化のために効果的な活用の推進が必要とされてい

ることから、火山現象のランク評価を見直し、溶岩流（c.溶岩が流れ始めた場合に、

すぐ到達するかもしれない範囲、火口位置によっては避難が必要な範囲）を評価ラン

クⅡとし、火口、火砕流及び噴石（大きいもの）の評価ランクはⅠのままとする。た

だし、「雪が積もっている時に噴火しそうになった場合に、沢や川には近寄らないよう

にする必要がある範囲」及び「たいへん大きな噴火の場合に避難が必要になることが

想定される範囲」については評価ランクⅢとする。 

 

表 富士山ハザードマップの区分と評価ランク 

区分 評価ランク 

火口ができる可能性の高い範囲 

ランクⅠ 
噴火しそうな時、噴火が始まった時すぐに避難が必要な範囲 

 a. 火砕流が発生したときに、高熱のガスが高速で届く範囲 

 b. 火口から噴出した石がたくさん落ちてくる範囲 

 c. 溶岩が流れ始めた場合に、すぐ到達するかもしれない範囲 
ランクⅡ 

火口位置によっては避難が必要な範囲 

雪が積もっている時に噴火しそうになった場合に、沢や川には近寄らないよ

うにする必要がある範囲 ランクⅢ 

たいへん大きな噴火の場合に避難が必要になることが想定される範囲 

火山灰が厚く積もっている場合には、大雨警報が出た時に避難する必要があ

る範囲 

土砂災害ハザード 

マップにて反映 
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⑤富士山噴火による危険区域図 

 

富士山 
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⑥ 土砂災害による危険区域 

第三次計画では、「土石流危険渓流及び土石流危険区域調査要領（案）」及び「急

傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」に基づき調査、作成された土砂災害ハザードマッ

プをもとに、土砂災害による危険区域についての評価を行ってきた。 

一方、平成 13 年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（土砂災害防止法）」が施行され、土砂災害のおそれのある土地の区域におい

て、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転

促進等のソフト対策の推進が図られることとなった。 

富士宮市では、平成 18 年以降随時、土砂災害防止法の指定を受けている。第三次

計画策定時に評価対象となっていた土石流危険区域や急傾斜地崩壊危険箇所等につ

いても、下表のとおり、土砂災害防止法の対象となっているため、今回、土砂災害

による危険区域の評価対象を土砂災害防止法で指定された区域に見直す。 

 

表 土砂災害防止法において対象となっている土砂災害の種類 

種 

類 
現象 

第三次計画における 

評価対象区分 
概要 

土 

石 

流 

山腹が崩壊して生じ

た土石等又は渓流の

土石等が一体となっ

て流下する自然現象 

土石流危険渓流等 

土石流の発生の危険性があり、

人家に被害を及ぼす恐れのある

渓流及び人家のないものの今後

新規の住宅立地等が見込まれる

渓流（一定の要件を満たしたも

の） 

土石流危険区域 

地形、過去の土石流の氾濫実績

等をもとに、土石流の堆積や氾

濫が予想される区域 

地 

す 

べ 

り 

土地の一部が地下水

等に起因して滑る自

然現象又はこれに伴

って移動する自然現

象 

 

地すべりの発生するおそれのあ

る区域の地すべりを誘発、また

は誘発するおそれがきわめて大

きい土地 

急 

傾 

斜 

地 

の 

崩 

壊 

傾斜度が 30°以上で

ある土地が崩壊する

自然現象 

急傾斜地崩壊危険箇所 

勾配 30 度以上、高さ 5m 以上の

急傾斜地に面する人家などが、

がけ崩れの被害をこうむる危険

がある箇所 

 

       土砂災害防止法では、土石流、地すべり、急傾斜地のそれぞれについて、土砂災

害警戒区域、土砂災害特別警戒区域が設定されているため、土砂災害防止法の土砂

災害特別警戒区域を評価ランクⅠ、土砂災害警戒区域を評価ランクⅡとする。 
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表 土砂災害指定区域と評価ランク 

指定区域 種 類 概 要 評価ランク 

土砂災害特別警戒区域 

土石流 

地すべり 

急傾斜地の崩壊 

土砂災害が発生した場合に、

建築物に損壊が生じ、住民等

の生命又は身体に著しい危害

が生ずるおそれがあると認め

られる区域 

ランクⅠ 

土砂災害警戒区域 

土石流 

地すべり 

急傾斜地の崩壊 

土砂災害が発生した場合に、

住民等の生命又は身体に危害

が生ずるおそれがあると認め

られる区域 

ランクⅡ 

土砂災害危険箇所 

土石流 

地すべり 

急傾斜地の崩壊 

大雨や地震のときなどに土砂

災害が発生するおそれのある

箇所 

ランクⅢ 

 

       また、「地すべり等防止法」において国土交通大臣等が指定する地すべり防止区域

及び「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」において都道府県知事が指

定する急傾斜地崩壊危険区域については、災害が発生するおそれがあり、引き続き

開発行為等を制限していく必要があるため、これらの区域は評価ランクⅠとする。 

 

表 その他の土砂災害の危険性のある区域と評価ランク 

指定区域 概要 評価ランク 

地すべり防止区域 

地すべりを起こしている土地又は地すべりを起

こすおそれがきわめて大きい土地であって、公

共の利害に密接な関連があるもの。 

ランクⅠ 

急傾斜地崩壊危険区域 

斜面の勾配が 30 度以上、がけ高 5m 以上で崩壊

するおそれがあり、保全対象人家戸数が 5 戸以

上の（5 戸未満であっても、官公署、学校、病

院、旅館等のある）地区の周辺として指定され

た区域 

ランクⅠ 

 

土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域については、都市計画基礎調査デー

タの土砂災害区域図を基準とし、静岡県統合基盤地理情報システムに掲載されてい

る砂防 GIS 土砂災害防止法区域指定状況図を用いて最新情報を追加する。 

また、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域についても同様に、土砂災害

区域図及び砂防 GIS 土砂災害防止法区域指定状況図を用い、加えて平成 26 年に発表

された静岡県富士土木事務所管内図にて最新の指定状況を把握する。 
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⑥土砂災害による危険区域図 

 

富士山 
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⑦ 防災保全分級 

①地形・地質による要因の評価を主に、②地形による補正、③森林機能による補

正、④植生による補正を加える。続いて、⑤富士山噴火による危険区域と⑥土砂災

害による危険区域を重ね合わせる。したがって、⑦防災保全分級（N1分級）は、下

表の基準のように総括される。 

 

表 防災保全分級（N1分級）の総括 

評価 

ランク 
地形・地質 

地形 

分類 

地域森林 

計画・ 

森林機能 

植生 富士山噴火 土砂災害 

ランク

Ⅰ 

○土砂地盤 20 度以上 

   

○火口 

○火砕流 

○噴石 

○土砂災害

特別警戒

区域 

○地すべり

防止区域 

○急傾斜地

崩壊危険

区域 

○軟岩地盤 20 度以上 

○硬岩地盤  15 度以上 

○崩土地盤 1 20 度以上 

○崩土地盤 2 

○風化地盤 15 度以上 

ランク

Ⅱ 

○土砂地盤 8～20 度 
ランクⅠに上

げる 

○崖 

○谷壁急斜面 

○傾斜急変部 

 

ランクⅡに上

げる 

○崖錐 

○崖錐堆積地

Ⅰ・Ⅱ 

○沖積錐 

○山麓緩斜面 

 

 

ランクⅠ’に上げる 

○ヒノキ群落 

○フジアザミ－ヤマ

ホタルブクロ群集 

○シキミ－モミ群集 

 

ランクⅡに上げる 

○ミドリユキザサー

ダケカンバ群団 

○アカマツ植林 

○落葉広葉樹植林 

 （その他植林） 

 

○溶岩流 

○火口によ

っては避

難が必要

な範囲 

○土砂災害

警戒区域 

○軟岩地盤 15～20 度 

○硬岩地盤  3～15 度 

○崩土地盤 1 0～20 度 

○風化地盤 8～15 度 

ランク

Ⅲ 

○土砂地盤 8 度未満 

山地災害

防止機能

維持増進

森林をⅡ

に上げる 

 
○土砂災害

危険箇所 

○軟岩地盤 15 度未満 

○硬岩地盤 3 度未満 

○風化地盤 8 度未満 
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⑦防災保全分級図 

 

富士山 
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５ 水資源保全分級（Ｎ２分級） 

 

（１） 水資源保全分級の位置づけ 

地下水のかん養や湧水群の環境を守り、水の流出を制御し、水の量的・質的な保全、

汚染防止、浄化、水害防止のために流域及び流路の保全を図るべき地域を評価する分

級であり、評価ランクが高い地域は土地分級総合図において「水資源保全地域Ⅰ」と

する。 

 

（２） 水資源保全分級の作成手順及び個別分級基準 

水資源保全分級では、水源や集水域に関する要因である河川・湖・沼などや水源か

ん養機能を有する森林などを評価する。 

 

図 分級の流れ 

 

 

手順 
使用する図・ 
資料の名称等 

更新 
状況 

概要 

① 水源・集水域分布 
水源分布図 

(富士宮市水道部資料) 
無 

ダムの集水域、河川、湖、沼等

を把握する。 

② 水源かん養機能区域 

森林機能配置図 

（水源涵
かん

養機能維持

増進森林） 

有 
水源かん養機能を持つ森林を

把握する。 

③ 水資源保全分級  手順①②の総括図 

 

①水源・集水域 

分布 

②水源かん養 

機能区域 

③水資源保全 

分級 
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① 水源・集水域分布 

市内の主な水面としては、大倉川農地防災ダム、長瀞調整池、田貫湖があげられ

る。これらの水源かん養及び水質保全の必要性から考えて、集水域内の樹林地を保

全する必要がある。したがって上記の三つの水面の集水域内の樹林地を評価ランク

Ⅱとして表示する。 

上記の三つの水面のほか、芝川、潤井川、富士川、大岩堤池、丸堤池、新池、古

池は、現在の水資源として最も保全を必要とする。したがってこれらの河川及び水

面を評価ランクⅠとして設定する。 

湧泉、湧水地、地下水保全要因については、今後の自然調査等の進行により追加

を検討する。 

なお、静岡県では地下水の採取に関する条例及び施行規則を定め、地下水の採取

に伴う障害の防止及び地下水の水源の保全を図っており、富士宮市でも地下水の採

取の規制を行う必要があると認められる区域として、規制地域と適正化地域が決め

られている。しかし、これらの地域は土地利用そのものを制約するものではないた

め、分級要因から除外する。 

 

② 水源かん養機能区域 

地域森林計画にもとづく森林機能配置図（静岡県森林計画課）に示されている水

源涵
かん

養機能維持増進森林に該当する区域を評価ランクⅡとする。 

 

③ 水資源保全分級 

前述のように①水源・集水域分布と②水源かん養機能区域を重ね合わせ、③水資

源保全分級（N2分級）は、下表の基準のように総括される。 

 

表 水資源保全分級（N2分級）の総括 

評価ランク 水源集水域 河川、湖、沼等 
地域森林計画・ 

森林機能 

ランクⅠ  
○芝川、潤井川、富士

川、大岩堤等の水面 
 

ランクⅡ 

○大倉川農地防災ダム、長

瀞調整池、田貫湖の集水

域内樹林地 

 
○水源涵

かん

養機能 

維持増進森林 
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③水資源保全分級図 

 

富士山 
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６ 自然保全分級（Ｎ３分級） 

 

（１） 自然保全分級の位置づけ 

地形・地質、動植物などの良好な自然環境の保全を図るべき地域及び優れた自然の

風景地で、その保護、利用を増進すべき地域を評価する分級であり、評価ランクが高

い地域は土地分級総合図において「自然保全地域Ⅰ」とする。 

 

（２） 自然保全分級の作成手順及び個別分級基準 

自然保全分級では、本市において貴重な植生やすぐれた自然を評価する。また、野

生動物の移動についても、特に重要な箇所を評価する。 

 

図 分級の流れ 

 

 

手順 
使用する図・ 
資料の名称等 

更新 
情報 

概要 

① 植生自然度 
環境省現存植生図 有 貴重な植生の分布状況を評価

する。 富士宮市現存植生図 無 

② 
すぐれた自然による

要因 
静岡県すぐれた自然図 無 

すぐれた自然を評価する。 

(ただし、参考扱いとする。) 

③ 
絶滅危惧種の分布状

況 

静岡県版レッドリスト 新規 絶滅危機にある野生生物の生

育・生息域を評価する。 

(ただし、参考扱いとする。) 

静岡県版レッドデータ

ブック 
新規 

④ 
野生動物生活圏の保

護帯 
富士宮市域自然調査 無 

野生動物の移動路として保全

すべき区域を評価する。 

(ただし、土地利用構想図にて

反映する。) 

⑤ 自然保全分級  手順①～④の総括図 

 

①植生自然度 

④野生動物生活
圏の保護帯 

⑤自然保全 

分級 

③絶滅危惧種の分布状況 

土地利用構想図にて図化 

参考扱い 

②すぐれた自然による要因 
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① 植生自然度 

植生自然度は、本市における貴重な植生の分布を把握するものである。 

第三次計画策定時では、富士宮市現存植生図（富士宮市、昭和 62 年）を用いて貴

重な植生の分布状況を把握してきた。しかし、旧芝川町域の植生については、富士

宮市現存植生図では示されていない。 

一方、環境省現存植生図は、旧芝川町域の現存植生を把握でき、平成 19 年に更新

された際に富士宮市現存植生図と同等の縮尺 25,000 分の 1 の精度に取りまとめられ

ていることから、今回は環境省現存植生図を主に用いることとする。環境省現存植

生図は、第一次計画策定時に用いており、当時と同様の基準で評価していくことが

望ましい。環境省現存植生図に掲載されている各植生群には、植生の貴重さを 10 段

階で評価した植生自然度が割り当てられている※。そのため、①から⑩の植生自然度

は下表に示すように６つの土地利用区分に分けられており、植生自然度が高い土地

利用区分Ⅵ（植生自然度⑨⑩）を評価ランクⅠ、土地利用区分Ⅴ（植生自然度⑦⑧）

を評価ランクⅡとする。 

 

表 環境省自然環境保全基礎調査での植生自然度区分概要表 

土地利用

区分 

植生 

自然度 
概要 備考 

評価 

ランク 

Ⅰ ① 市街地、造成地 植生の殆ど存在しない地区 

ランクⅢ 

Ⅱ 

② 
農耕地 

(水田、畑地) 

水田、畑地等の耕作地 

緑の多い住宅地(緑被率 60％以上) 

③ 
農耕地 

(果樹地) 

果樹園、桑畑、茶畑、苗圃等の樹

園地 

Ⅲ 

④ 
二次草原 

(背の低い草原) 
シバ群落等の背丈の低い草原 

⑤ 
二次草原 

(背の高い草原) 

笹群落、ススキ群落等の背丈の高

い草原 

Ⅳ ⑥ 造成地 
常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広

葉樹等の植林地 

Ⅴ 

⑦ 二次林 

クリ－ミズナラ群落、クヌギ－コ

ナラ群落等、一般には二次林と呼

ばれる代償植生地区 
ランクⅡ 

⑧ 
二次林 

(自然林に近いもの) 

ブナ、ミズナラ再生林、シイ・カ

シ萌芽林等、代償植生であっても、

特に自然植生に近い地区 

Ⅵ 

⑨ 

自然林 

(極相林またはそれに近い

群落構成を示す天然林) 

エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群

集、自然植生のうち多層の植物社

会を形成する地区 

ランクⅠ 

⑩ 
自然草原 

(自然草原・湿原) 

高山ハイデ、風衝草原、自然草原

等、自然植生のうち単層の植物社

会を形成する地区 

(⑨,⑩は自然性の高さにおいて同

じランク) 

※第１回自然環境保全基礎調査報告書、昭和 51 年、環境庁 

現在の各植生群がどの植生自然度に割り当てられているかについては、第 5 回自然環境保全基

礎調査 植生調査報告書の統一凡例（案）一覧を参照 

http://www.biodic.go.jp/kiso/fnd_f.html 

http://www.biodic.go.jp/kiso/fnd_f.html
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表 環境省現存植生図の植生自然度による分級基準 

植生区分 植生群落 
植生 
自然度 

土地利用 
区分 

評価 
ランク 

高山帯自然植生域 コケモモ－ミネヤナギ群落 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
フジハタザオ－オンタデ群集 ⑩ Ⅵ ランクⅠ 

コケモモ－トウヒ
クラス域自然植生 

カラマツ群落 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
シラビソ－オオシラビソ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
コメツガ群落 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
マイヅルソウ－コメツガ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
タカネノガリヤス－ダケカンバ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 

コケモモ－トウヒ
クラス域代償植生 

ダケカンバ群落（Ⅲ） ⑧ Ⅴ ランクⅡ 
ササ群落（Ⅲ） ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
伐採跡地群落（Ⅲ） ④ Ⅲ ランクⅢ 

ブナクラス域自然
植生 

ヤマボウシ－ブナ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
オオモミジガサ－ブナ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
イヌブナ群落 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
コカンスゲ－ツガ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
カニコウモリ－ウラジロモミ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
ヤマタイミンガサ－サワグルミ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
イワボタン－シオジ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
オオモミジ－ケヤキ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
ヤマハンノキ群落 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
河辺ヤシャブシ群落（Ⅳ） ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
岩角地・風衝地低木群落 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
ヤシャブシ群落 ⑩ Ⅵ ランクⅠ 
フジアカショウマ－シモツケソウ群集 ⑩ Ⅵ ランクⅠ 

ブナクラス域代償
植生 

落葉広葉樹二次林 ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
フクオウソウ－ミズナラ群集 ⑧ Ⅴ ランクⅡ 
クリ－ミズナラ群集 ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
アカシデ－イヌシデ群落（Ｖ） ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
ダケカンバ群落（Ⅴ） ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
ニシキウツギ－ノリウツギ群落 ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
ササ群落（Ｖ） ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
ススキ群団（Ｖ） ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
カワラマツバ－ススキ群落 ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
伐採跡地群落（Ｖ） ④ Ⅲ ランクⅢ 

ヤブツバキクラス
域自然植生 

ヤブコウジ－スダジイ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
ホソバカナワラビ－スダジイ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
イノデ－タブノキ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
イロハモミジ－ケヤキ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
河辺ヤシャブシ群落（Ⅵ） ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
コゴメヤナギ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
タチヤナギ群集 ⑨ Ⅵ ランクⅠ 
タマアジサイ－フサザクラ群集 ⑩ Ⅵ ランクⅠ 

ヤブツバキクラス
域代償植生 

シイ・カシ二次林 ⑧ Ⅴ ランクⅡ 
コナラ群落（Ⅶ） ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
クリ－コナラ群集 ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
クヌギ－コナラ群集 ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
オニシバリ－コナラ群集 ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
アカシデ－イヌシデ群落（Ⅶ） ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
ケヤキ群落（Ⅶ） ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
アズマネザサ群落 ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
低木群落 ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
アカメガシワ－カラスザンショウ群落 ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
クズ群落 ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
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植生区分 植生群落 
植生 
自然度 

土地利用 
区分 

評価 
ランク 

ヤブツバキクラス
域代償植生（続き） 

アズマネザサ－ススキ群集 ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
チガヤ－ススキ群落 ⑤ Ⅲ ランクⅢ 
伐採跡地群落（Ⅶ） ④ Ⅲ ランクⅢ 

河辺・湿原・沼沢
地・砂丘植生 

ヨシクラス ⑩ Ⅵ ランクⅠ 
ツルヨシ群集 ⑩ Ⅵ ランクⅠ 
オギ群集 ⑩ Ⅵ ランクⅠ 
河辺一年生草本群落（タウコギクラス等） ⑩ Ⅵ ランクⅠ 
フジアザミ－ヤマホタルブクロ群集 ⑩ Ⅵ ランクⅠ 

植林地・耕作地植
生 

スギ・ヒノキ・サワラ植林 ⑥ Ⅳ ランクⅢ 
アカマツ植林 ⑥ Ⅳ ランクⅢ 
カラマツ植林 ⑥ Ⅳ ランクⅢ 
外国産樹種植林 ③ Ⅱ ランクⅢ 
ウラジロモミ植林 ⑥ Ⅳ ランクⅢ 
シラビソ植林 ⑥ Ⅳ ランクⅢ 
モミ植林 ⑥ Ⅳ ランクⅢ 
その他植林 ⑥ Ⅳ ランクⅢ 
竹林 ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
モウソウチク林 ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
マダケ・ハチク林 ⑦ Ⅴ ランクⅡ 
ゴルフ場・芝地 ② Ⅱ ランクⅢ 
牧草地 ② Ⅱ ランクⅢ 
路傍・空地雑草群落 ④ Ⅲ ランクⅢ 
畑放棄雑草群落 ④ Ⅲ ランクⅢ 
常緑果樹園 ③ Ⅱ ランクⅢ 
茶畑 ③ Ⅱ ランクⅢ 
果樹園 ③ Ⅱ ランクⅢ 
畑雑草群落 ② Ⅱ ランクⅢ 
水田雑草群落 ② Ⅱ ランクⅢ 

市街地等 市街地 ① Ⅰ ランクⅢ 
緑の多い住宅地 ② Ⅱ ランクⅢ 
残存・植栽樹群をもった公園、墓地等 ② Ⅱ ランクⅢ 
残存・植栽樹群地 ② Ⅱ ランクⅢ 
工場地帯 ① Ⅰ ランクⅢ 
造成地 ① Ⅰ ランクⅢ 
開放水域 ⓪ ― ランクⅢ 
自然裸地 ⓪ ― ランクⅢ 

 

 

ただし、環境省現存植生図に比べ、富士宮市現存植生図には扱われている植生分類が

細かいものがあるため、環境省現存植生図において取り扱われていない植生群について

は富士宮市現存植生図の区域を用い、補正することとする。 

 

表 富士宮市現存植生図の補正における分級基準 

植生区分 植生群名 評価ランク 

常緑広葉樹林 ヤブコウジ－スダジイ群集(常緑萌芽二次林) ランクⅠ 

シラカシ群集、サカキ－ウラジロガシ群集 ランクⅠ 

夏緑広葉樹林 イロハモミジ－ケヤキ群集、アブラチャン－ケヤキ群集(低地渓谷林) ランクⅠ 

自然草原 カモジグサ－ギシギシ群団(河辺草原) ランクⅠ 
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② すぐれた自然による要因 

自然環境保全基礎調査（環境省、昭和 57 年）の際に作成された静岡県すぐれた自

然図には、植物群落、野生生物（獣類・鳥類・昆虫）、地形地質、自然現象、歴史的

自然環境の中で自然環境として価値があるものを表示している。 

しかし、地形・地質・自然現象（円錐状火山・成層火山）等は、ほぼ市域全体が

区域の中に取り込まれているので、分級図として設定し難い。したがって、今回は

参考にとどめ、総合評価対象外とする。また、植物群落（垂直分布）、野生生物（ヤ

マネ）等に関しても表示区域が広く、分級図としては参考にとどめ、総合評価対象

外とする。 

これらについては今後の自然調査等の進行に応じて追加することとする。 

なお、歴史的自然環境については、環境緑地分級（N4分級）において評価の対象

とする。 

 

③ 絶滅危惧種の分布状況 

静岡県版レッドリスト及びレッドデータブック※には、植物、哺乳類、鳥類、爬虫

類、両生類、淡水魚類、昆虫類、陸・淡水産貝類の絶滅の危機にある、又は要注目

な野生生物について、絶滅の危険性カテゴリーとその保護方針が整理されている。

レッドデータブックでは、絶滅危惧ⅠＡ類、絶滅危惧ⅠＢ類、絶滅危惧Ⅱ類に該当

している種については、分布状況が二次メッシュ（約 10km 四方）及び三次メッシ

ュ（約 5km 四方）にて示されている。 

 

表 静岡県版レッドリストのカテゴリー 

カテゴリー 基本概念 

絶滅：Extinct (EX) 本県では既に絶滅したと考えられる種。 

野生絶滅：Extinct in the Wild (EW) 飼育・栽培下でのみ存続している種。 

絶
滅
危
惧 

絶滅危惧ⅠＡ類： 

Critically Endangered(CR) 

絶滅の危機に瀕している種。ごく近い将来における野生での

絶滅の危険性が極めて高いもの。 

絶滅危惧ⅠＢ類： 

Endangered (EN) 

絶滅の危機に瀕している種。ⅠＡ類ほどではないが、近い将

来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 

絶滅危惧Ⅱ類： 

Vulnerable (VU) 

絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫

要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」の

ランクに移行することが確実と考えられるもの。 

準絶滅危惧：Near Threatened (NT) 

存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生

息・生育条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ラン

クに移行する要素を有するもの。 

情報不足：Data Deficient (DD) 評価するだけの情報が不足している種。 

絶滅のおそれのある地域個体群： 

Threatened Local Population (LP) 
地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの。 

要
注 

目
種 

現状不明：Ｎ-Ⅰ 現状が不明な種。 

分布上注目種等：Ｎ-Ⅱ 絶滅の危険性は小さいが、分布上注目される種。 

部会注目種：Ｎ-Ⅲ その他各部会で注目すべきと判断した種。 

※静岡県版レッドリスト（平成 15 年 4 月公表、平成 16 年 3 月改訂） 

https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-070/wild/red_replace.html 

更に詳細な情報については、「まもりたい静岡県の野生生物－県版レッドデータブック」（平成 16

年 3 月 31 日発行）を参照されたい。 

https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-070/wild/red_replace.html
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表 富士宮市域にかかるメッシュに分布が示されている種 

カテゴリー 動物 植物 

絶
滅
危
惧 

絶滅危惧ⅠＡ類： 

Critically 

Endangered(CR) 

チゴモズ／ホトケドジョウ※／シルビア

シジミ 

ミヤマハナワラビ／スルガジョウロウホト

ドギス／ミスズラン／キソエビネ／サルメ

ンエビネ／ホテイラン／アツモリソウ／キ

バナノアツモリソウ 

絶滅危惧ⅠＢ類： 

Endangered (EN) 

コミミズク／アカモズ／チャマダラセ

セリ／ヒョウモンチョウ／マメタニシ 

タカネシダ／コウライイヌワラビ／コガネ

シダ／トキホコリ／コギシギシ／オオサワ

トリカブト／オキナグサ／ベニバナヤマシ

ャクヤク／アゼオトギリ／ウメウツギ／イ

ヌハギ／マツバニンジン／フシタイゲキ／

ヒナノキンチャク／ミヤマスミレ／ヤマナ

シウマノミツバ／オオツルコウジ／クリン

ソウ／サクラソウ／ハナムグラ／ムラサキ

／ヤマホオズキ／アズマギク／スズラン／

カイコバイモ／ヒメアマナ／ハコネラン／

オオミズトンボ／セイタカスズムシソウ／

サカネラン／カモメラン／トキソウ 

絶滅危惧Ⅱ類： 

Vulnerable (VU) 

モモジロコウモリ／トモエガモ／ハチ

クマ／オオタカ／ハイタカ／サシバ／

クマタカ／ハヤブサ／ウズラ／タマシ

ギ／タカブシギ／アオバズク／ヨタカ

／ヤマセミ／コサメビタキ／ヒダサン

ショウウオ／ハコネサンショウウオ／

ホシチャバネセセリ／ヘリグロチャバ

ネセセリ／オオチャバネセセリ／ヒメ

シロチョウ／ヤマキチョウ／ウラナミ

アカシジミ／クロシジミ／ゴマシジミ

／ヒメシジミ／アサマシジミ／ウラナ

ミジャノメ／キマダラモドキ／ヤママ

メタニシ／オオトノサマギセル／ツバ

クロイワギセル／ミノブマイマイ／ヤ

セアナナシマイマイ 

マツバラン／スギラン／ミズニラ／ヒメハ

ナワラビ／タキミシダ／タニヘゴ／ホソバ

ショリマ／アオキガハラウサギシダ／コマ

イワヤナギ／ジゾウカンバ／ミスミソウ／

セツブンソウ／カギガタアオイ／ズソウカ

ンアオイ／マツノハマンネングサ／ヒトツ

バショウマ／ヤシャビシャク／レンリソウ

／クサフジ／アサマフロウ／ノウルシ／フ

ッキソウ／クロツバラ／チョウセンナニワ

ズ／ハコネグミ／サクラスミレ／キスミレ

／ミシマサイコ／コイワザクラ／カイジン

ドウ／キセワタ／ラショウモンカズラ／ヒ

メハッカ／ヒメナミキ／ハマウツボ／ムラ

サキミミカキグサ／ツルギキョウ／キキョ

ウ／フジバカマ／アキノハハコグサ／タカ

サゴソウ／ヒメヒゴタイ／コウリンカ／ク

サノオウバノギク／アギナシ／キバナノア

マナ／アズマガヤ／ヒンジモ／ヒメミクリ

／イトテンツキ／ミヤマジュズスゲ／オオ

タマツリスゲ／ホソバヒカゲスゲ／ナツエ

ビネ／ナギラン／クマガイソウ／ミズトン

ボ／スズムシソウ／フウラン／ヒメムヨウ

ラン／オノエラン／ニョホウチドリ／ミズ

チドリ／ツレサギソウ／オオバナオオヤマ

サギソウ／ヤマトキソウ／ムカデラン／キ

バナノショウキラン 

※印の種は、静岡県カテゴリーではなく、中部・東部のカテゴリーで分類 
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また、②すぐれた自然による要因において参考とした静岡県すぐれた自然図に示され

ている、市域内の植物群落、野生生物（獣類・鳥類・昆虫）の生育・生息域のうち、レ

ッドリストに掲載されている種は、ニホンモモンガ（哺乳類、情報不足(DD)）、ヤマネ（哺

乳類、情報不足(DD)）、オオジシギ（鳥類、要注目種）、ギフチョウ（昆虫、準絶滅危惧(Ｎ

Ｔ)）であった。 

各カテゴリーの保護方針及び対応の考え方は下表に示すとおりである。 

静岡県版レッドリストでは、自然環境のアセスメント技術(Ⅲ)（環境省、2001）の 134

～135 ページをもとに回避、低減、代償に区分して、対応の考え方を整理している。した

がって、土地利用の観点から、絶滅の危険性が高い野生生物の生育・生息域を保護して

いくことが求められるが、これらの資料にはそれぞれの種の詳細な生育・生息域が示さ

れておらず、分級に反映し難い。したがって、今回は参考にとどめ、総合評価対象外と

し、今後の調査等の進行に応じて追加することを検討する。 

 

表 カテゴリー別の保護方針 

カテゴリー 保護方針 対応 

絶
滅
危
惧 

ⅠＡ類 
このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響

及び要因は最大限の努力をもって排除する必要がある。 
回避を原則とする 

ⅠＢ類 
このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響

及び要因は軽減又は排除する必要がある。 

回避又は低減を原則

とする 

Ⅱ類 
このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響

及び要因は最小限にとどめる必要がある。 
低減を原則とする 

準絶滅危惧 
このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響

は可能な限り生じないよう注意する。 

低減又は代償措置を

原則とする 

情報不足 
このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響

は可能な限り生じないよう配慮する。 
可能な限り代償措置※ 

地域個体群 
このカテゴリーに該当する地域個体群の個体数を減少さ

せる影響及び要因は最小限にとどめる必要がある。 
低減を原則とする 

要
注
目
種 

Ｎ-Ⅰ 

(現状不明) 

このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響

及び要因は軽減又は排除する必要がある。 

回避又は低減を原則

とする※ 

Ｎ-Ⅱ 

(分布上注目種等) 

このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響

は可能な限り生じないよう注意する。 

低減又は代償措置を

原則とする 

Ｎ-Ⅲ 

(部会注目種) 

このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響

は可能な限り生じないよう配慮する。 
可能な限り代償措置※ 

「静岡県版レッドリストの改訂について」（平成 16 年 3 月 31 日）を参照 

※該当種の中には、新たな情報が得られたり、知見がそろったりすれば、絶滅危惧ⅠＡ類など上位カテゴリーに

位置づけられるような種も含まれている。したがって、対応も記載された内容だけでなく、現地調査の結果など

から、より上位の対応が好ましいと判断された場合は、それに基づいて取り組むこととする。 
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④ 野生動物生活圏の保護帯 

野生動物生活圏の保護帯は、野生動物の生活圏を保護するために樹林地を結び付

ける保護帯として、「富士宮市の自然」を取りまとめた富士宮市域自然調査研究会（第

二次報告書の策定当時の研究会。現在は第四次報告書に改定されている。）の指摘に

より設定されたものである。この研究会によって、市域の地形・地質、気象、動物、

植物の実態が継続的に調査されているが、市全体の土地利用に係る即地的なデータ

ではないので参考にとどめる。 

野生動物生活圏の保護帯に適する典型地域として、次の区域を設定する。富士山

山頂から山腹部に至る自然保全地域と人穴地区一帯の自然保全地域とを滑沢沿いに

結ぶベルト状の区域で、この保護帯の幅は、自然林が安定して生育する 50m を目安

として、沢を中心とする 100m とする。 

なお、図化に当たっては、自然調査の報告書に図として収録されたものではない

ため、「土地利用構想図」の作成段階において図化するものとする。 

 

⑤ 自然保全分級 

前述のように①植生自然度、②すぐれた自然による要因、③絶滅危惧種分布状況、

④野生動物生活圏の保護帯を重ね合わせ、⑤自然保全分級（N3分級）は、下表の基

準のように総括される。 

 

表 自然保全分級（N3分級）の総括 

評価 

ランク 
植生自然度 

すぐれた自然による要因、 

絶滅危惧種分布状況 

野生動物生活圏 

の保護帯 

ランク 

Ⅰ 

○環境省自然環境保全基礎調査にて植生自然度

が⑨,⑩の植生 

○富士宮市現存植生 

・ヤブコウジ－スダジイ群集(常緑萌芽二次林) 

・シラカシ群集、サカキ－ウラジロガシ群集 

・イロハモミジ－ケヤキ群集、 

アブラチャン－ケヤキ群集(低地渓谷林) 

・カモジグサ－ギシギシ群団(河辺草原) 

参考にとどめ、図化しない。 

富士山山頂から山

腹部に至る自然保

全地域と人穴地区

一帯の自然保全地

域とを滑沢沿いに

結ぶベルト状の区

域を、土地利用構

想図にて自然保全

地域とする。 

ランク 

Ⅱ 

○環境省自然環境保全基礎調査にて植生自然度

が⑦,⑧の植生 

ランク 

Ⅲ 

○環境省自然環境保全基礎調査にて植生自然度

が①～⑥の植生 
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④自然保全分級図 

 

富士山 
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７ 環境緑地分級（Ｎ４分級） 

 

（１） 環境緑地分級の位置づけ 

市街地その他の都市的活動の集積地、集落又はレクリエーション施設地の内部若し

くはその周辺にあって、人と自然、風土、文化財との接触の場を提供し、風致、景観、

空間の秩序化、緩衝、遮断などの諸機能を持つ緑地環境を保全、整備すべき地域を評

価する分級であり、評価ランクが高い地域は土地分級総合図において「環境緑地地域

Ⅰ」とする。 

 

（２） 環境緑地分級の作成手順及び個別分級基準 

環境緑地分級では、自然環境・歴史的環境の要素として、文化財、生活機能に関わ

る森林、守るべき都市緑地としての風致地区、その他緑地としてのレクリエーション

施設や朝霧高原茅場のススキ草原を指定し、評価する。 

 

図 分級の流れ 

 

手順 
使用する図・ 
資料の名称等 

更新
状況 

概要 

① 文化財分布 
富士宮市遺跡地図 有 

歴史的環境要因を評価する。 
富士宮市指定文化財一覧 有 

② 

快適環境形成

機能・保健文化

機能区域 

森林機能配置図 

（快適環境形成機能・保健

文化機能維持増進森林） 

有 
快適環境形成機能と保健文化機能

を有する森林を把握する。 

③ 都市緑地 

風致地区位置図 有 

保存すべき都市緑地を評価する。 特別緑地保全地区 有 

都市公園位置図 有 

④ その他緑地 

屋外レクリエーション施

設位置図 
有 

レクリエーション機能を有する施

設・緑地や、郷土景観として守る

べきススキ草原を把握する。 朝霧高原茅場位置図 有 

⑤ 環境緑地分級  手順①～④の総括図 

⑤環境緑地分級 
重ね合わせ 

①文化財分布 

②快適環境形成機能・保健文化機能区域 

③都市緑地 

④その他緑地 
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① 文化財分布 

歴史的環境要因として、まず、富士山の世界遺産登録に伴い、構成資産となった

富士山本宮浅間大社、山宮浅間神社、村山浅間神社、人穴富士講遺跡、白糸ノ滝を

評価ランクⅠとする。また、国指定の文化財となっている特別名勝「富士山」、特別

天然記念物「狩宿の下馬ザクラ」、「湧玉池」、史跡「大鹿窪遺跡」、「千居遺跡」、及

び国指定の重要文化財を有する寺院（大石寺）、県指定の天然記念物を有する寺院（北

山本門寺、西山本門寺）の境内全域を評価ランクⅠとする。 

上記を除く埋蔵文化財包蔵地を評価ランクⅡとして表示する。ただし、これらの

うち市街化区域内にあって建築物の敷地となっている区域は除外する。 

 

② 快適環境形成機能・保健文化機能区域 

地域森林計画において、大気の浄化、騒音防止など良好な生活環境を保全する快

適環境形成機能維持増進森林と、潤いのある自然景観や歴史的風致を構成し、郷土

樹種を中心として安定した林相をなしている保健文化機能維持増進森林は、その趣

旨に応じた森林としての整備、保全を行うことを基本としているため、その区域を

評価する。ただし、地域森林計画において、富士宮市域に快適環境形成機能維持増

進森林は指定されていない。これらの要因については、その担保が弱いことから土

地分級基準は評価ランクⅡとする。 

 

③ 都市緑地 

保全すべき都市緑地として、風致地区、都市公園及び特別緑地保全地区の指定地

及び予定地を評価ランクⅠとする。 

風致地区は、都市の風致の維持のために存在価値が大きく、緑の骨格として位置

づけられる市街地周辺の緑地において主に指定されている。ただし、新たな指定予

定地は現在ない。 

都市公園は、市街地における緑地やレクリエーションの拠点となっている。現在、

高校跡地（13ha 程度）を利用して、白糸自然公園を整備していく予定となっている。 

特別緑地保全地区は、都市における良好な自然環境となる緑地において、建築行

為など一定の行為の制限などにより、現状をそのまま保全する制度である。ただし、

市街地内等にあって、指定が必要な規模の緑地は現在存在しない。（緑の基本計画

77 ページ参照） 
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④ その他緑地 

屋外レクリエーション施設等（スポーツ広場、ゴルフ場、墓地公園を含む。）につ

いては、人工的な施設とその周囲を一体として、緑地環境と景観を保全、整備すべ

き地域であることから、環境緑地地域に含めて評価ランクⅠとする。 

また、本市における郷土景観ゾーンとして、朝霧高原茅場のススキ草原を評価ラ

ンクⅠとする。同草原は、鎌倉時代の富士の巻狩り当時から火入れ、刈り取りなど

の管理により維持されてきた半自然植生と言えることから、本市の歴史を示す代表

的な景観を呈し、地場産業である畜産と結びつき、富士山と朝霧高原の眺望を保全

するために貴重な植生域である。平成 24 年 3 月 2 日付けで文化庁の「ふるさと文化

財の森（全国 45 か所）」に設定された朝霧高原茅場は、東側（富士山側）地域につ

いては富士宮市花と緑と水の課が、西側（毛無山側）地域については根原財産区が

主催して、毎年一度 4 月に野焼きを実施している。この区域は、周辺の観光・レク

リエーション施設と相まって重要な緑地環境を形成しているため、本市における代

表的な「郷土景観ゾーン」として指定する。 

 

⑤ 環境緑地分級 

前述のように①文化財分布、②快適環境形成機能・保健文化機能区域、③都市緑

地、④その他緑地を重ね合わせ、⑤環境緑地分級（N4分級）は、下表の基準のよう

に総括される。 

 

表 環境緑地分級（N4分級）の総括 

評価 

ランク 
文化財 

地域森林計画・ 

森林機能 
都市緑地 その他緑地 

ランク 

Ⅰ 

○世界遺産富士山構成資産 

○国指定の文化財 

（史跡、名勝、天然記念物） 

○国指定の文化財を有する

社寺の境内地 

○県指定の文化財を有する

社寺の境内地 

 

○風致地区 

○都市公園 

○特別緑地保全地区 

（すべて予定を含む） 

○主な屋外レクリエ

ーション施設等 

○朝霧高原茅場のス

スキ草原 

ランク 

Ⅱ 

○上記以外の埋蔵文化財包

蔵地 

○快適環境形成機能、

保健文化機能維持

増進森林 
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⑤環境緑地分級図 

 

富士山 
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８ 法的土地利用規制による土地分級要因 

 

土地利用構想図の作成に当たっては、前述の市街地・集落地域適合度分級（Ｕ分級）、農地

適合度分級（Ａ分級）、林地適合度分級（Ｆ分級）、自然分級（Ｎ分級）に、法的土地利用規

制による土地分級要因が重ね合わせられる。 

 

 

（１） 自然及び緑の保全関係 
 

法指定区域 
 

法令及び条例名 
評価 
ランク 

(1)風致地区 都市計画法  

 ①指定区域  Ｎ4-Ⅰ 

②指定予定区域  Ｎ4-Ⅰ 

(2)文化財 

 

 

文化財保護法 

静岡県文化財保護条例 

富士宮市文化財保護条例 

 

 

 

 ①国、県、市指定文化財 

（史跡・名勝・天然記念物） 

 Ｎ4-Ⅰ 

 

②上記以外の埋蔵文化財包蔵地   Ｎ4-Ⅱ 

(3)国立公園（予定を含む） 自然公園法  

 ①特別保護地区  Ｎ3-Ⅰ 

②特別地域 1,2,3 種  Ｎ3-Ⅰ 

③普通地域  Ｎ3-Ⅱ 

(4)鳥獣保護区等 

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律 

 

 

 ①鳥獣保護区   

 

 

 

・特別保護地区  Ｎ3-Ⅰ 

・樹林地、水面  Ｎ3-Ⅰ 

・同区域内のその他  Ｎ3-Ⅱ 

②休猟区  評価なし 

③銃猟禁止区域  評価なし 

④オスイタチ捕獲禁止区域  評価なし 

(5)都市公園 都市公園法  

 ①指定区域  Ｎ4-Ⅰ 

②指定予定区域  Ｎ4-Ⅰ 

(6)特別緑地保全地区 都市緑地法  

 ①指定区域  Ｎ4-Ⅰ 

②指定予定区域  Ｎ4-Ⅰ 
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（２） 防災関係  
 

法指定区域 
 

法令及び条例名 
評価 
ランク 

(1)保安林 森林法  

 ①水源涵
かん

養保安林  Ｎ2-Ⅰ 

②土砂流出防備保安林  Ｎ1-Ⅰ 

③土砂崩壊防備保安林  Ｎ1-Ⅰ 

④保健保安林  Ｎ4-Ⅰ 

(2)砂防指定地 砂防法 Ｎ1-Ⅰ 

(3)土砂災害防止 

 

 

土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関

する法律 

 

 

 

 

 

①土砂災害特別警戒区域  Ｎ1-Ⅰ 

②土砂災害警戒区域  Ｎ1-Ⅱ 

(4)地すべり防止区域 地すべり等防止法 Ｎ1-Ⅰ 

(5)急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律 

Ｎ1-Ⅰ 

(6)河川保全区域 河川法 Ｎ1-Ⅱ 

 

 

（３） その他 
 

法指定区域 
 

法令及び条例名 
評価 
ランク 

(1)都市計画区域 都市計画法  

 

 

①市街化区域  － 

②市街化調整区域  － 

(2)農業振興地域 農業振興地域の整備に関する

法律 

 

 ①農用地区域  Ａ-Ⅰ 

 



192 

 

法的土地利用規制図 

 

富士山 
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土地利用現況図 

（都市計画区域内の山林・水面・田畑・宅地を図示） 

 

富士山 



194 

 

 

４ 土地分級の総合と土地利用構想図の作成 

 

土地分級の総合として、まずＵ、Ａ、Ｆ、Ｎ１～Ｎ４の各分級を重ね合わせた土地分級総合

図を作成する。次に、図を総描化し、法規制分級基準を重ね合わせた土地利用適性総合図を

作成する。最後に第５次富士宮市総合計画・基本計画における政策要因を付加し、土地利用

構想図を作成する。 

 

 

 

 

１ 土地分級総合図の作成 

 

前節で述べた方法による各分級諸元（土地利用目的）ごとの土地利用適合度分級図を重ね

合わせて、各土地単位の土地利用適性を総合的に評価し、土地利用適性の診断結果からみた

優先すべき土地利用を選定する作業に入る。そのために、異種土地利用間の「分級重ね合せ

基準」を次のように設定する。 

 

・土地利用適合度の評価ランクはⅠ、Ⅱ、Ⅲの順序で優先する。 

・同じランク間では、自然環境地域（Ｎ３・Ｎ４）、森林保全地域（Ｎ１・Ｎ２）、農業地

域と林業地域（Ａ・Ｆ）、市街地・集落地域（Ｕ）の順序で原則として優先する。 

 

重ね合わせ 

 

○市街地・集落地域適

合度分級(U) 

○農地適合度分級(A) 

○林地適合度分級(F) 

○防災保全分級(N1) 

○水資源保全分級(N2) 

○自然保全分級(N3) 

○環境緑地分級(N4) 

法規制分級基準 

 

土地利用適性総合図 

土地利用構想図 

 

政策要因付加 

 

土地分級総合図 

図の総描化 
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２ 土地利用適性総合図の作成 

 

（１） 地域の設定 

土地利用適性総合図は、土地利用の適性を表現するために、前項の土地分級総合図

をもとに、林業・森林保全地域を設定し、以下のように区分する。各々の地域区分の

趣旨及び地域の設定の方針については、前述の土地分級諸元の設定と土地分級基準と

の整合のもとに、第５次富士宮市総合計画基本計画の「第２章 土地利用計画」の〔施

策の内容〕の中で具体的に定めている。 

 

① 自然保全地域 

土地分級において、自然保全分級Ⅰに位置づけられた地域。 

 

② 環境緑地地域 

①以外で、土地分級において環境緑地分級Ⅰに位置づけられた地域。 

 

③ 防災・水資源保全地域 

①、②以外で、土地分級において防災保全分級Ⅰ又は水資源保全分級Ⅰに位置づ

けられた地域。 

 

④ 農業地域 

①、②、③以外で、土地分級において農地適合度分級Ⅰ及びⅡ又は農用地区域に

位置づけられた地域（図示上小規模な森林、集落、施設用地を含む）。 

 

⑤ 市街地、主な集落等 

①、②、③以外で、市街化区域及び市街地・集落地域適合度分級Ⅰ並びにⅡに位

置づけられた地域。「主な集落等」とは、市街化調整区域にあって旧村中心集落、小

学校所在集落等の生活圏の中心となる区域を指す。 

 

⑥ 林業・森林保全地域 

④、⑤以外で、土地分級において自然保全分級、環境緑地分級、防災保全分級又

は水資源保全分級の評価ランクⅡに位置づけられた地域。 

 

⑦ 林業地域 

①～⑥以外で、土地分級において林地適合度分級Ⅱに位置づけられた地域。なお、

林地適合度分級Ⅰに位置づけられた地域は、すべて前記①又は③に含まれている。 
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表 分級の要因とランクの関係 

分級図 
 
 
 

要 因 

U 分級： 

市街地・集

落地域適

合度分級 

A 分級： 

農地適合

度分級 

F 分級： 

林地適合

度分級 

N 分級：自然地域 

N1： 

防災保全

分級 

N2： 

水資源 

保全分級 

N3： 

自然保全

分級 

N4： 

環境緑地

分級 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

地形・地質 
 a.地盤・傾斜・方位 

○ ○ ○       ○ ○ ○          

 b.地形分類          ○ ○           

土壌等 
 c.農業土壌と機械化適性 

 ○ ○ ○ ○ ○                

 d.林地土壌と傾斜       ○ ○ ○             

植物・動物 
 e.植生要因 
 (植物社会学的立地診断) 

       ○  ○ ○     ○ ○     

 f.野生動物生活圏                ○      

災害危険要因 
 g.富士山噴火・土砂災害 

         ○ ○ ○          

水 
 h.水源・水源集水域 

            ○ ○        

 i.水害                      

歴史的環境要因 
 j.文化財 

                  ○ ○  

 k.その他の緑地要因                   ○ ○  

既存計画・実績 
 l.基盤整備 

   ○   ○               

 m.森林機能区分        ○   ○   ○      ○  

法的土地規制 
 n.法的土地規制 

   ○      ○   ○   ○   ○   

  

【地域区分】 

(1) 自然保全地域 

＜ランクⅠ＞ 

(2) 環境緑地地域 

＜(1)以外でランクⅠ＞ 

(3) 防災・水資源保全地域 

＜(1)(2)以外でランクⅠ＞ 

(4) 農業地域 

＜(1)(2)(3)以外でランクⅠ,Ⅱ＞ 

(5) 市街地、主な集落等 

＜(1)(2)(3)以外でランクⅠ,Ⅱ＞ 

(6) 林業・森林保全地域 

＜(4)(5)以外で自然保全地域、環

境緑地地域、防災・水資源保

全地域のランクⅡ＞ 

(7) 林業地域 

＜(1)～(6)以外でランクⅡ＞ 

 

ラ 

    ン 

       ク 
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（２） 時点修正と図の総描化 

各分級において使用している資料のうち、植生については、資料作成後に開発行為

等により、土地に変化が起きている可能性があるため、都市計画基礎調査の土地利用

現況図（193 ページ）をもとに修正を行う。また、土地利用適性総合図として、図を

総描化する（各地域を一定のまとまりにしたり、輪郭線を滑らかにしたりする）ため

に、次ページ表のような図化の基準を適用する。 
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表 地域区分ごとの現況の反映と総描の基準 

地域名称 現況の反映と総描の基準 

①自然保全地域 ・植生自然度図で自然保全地域とされるもののうち、都市計画基礎調査の土地利用現況

図（以下、「土地利用現況図」という。）で現況が山林でないものは除外する。 

・鳥獣保護区のうち、特別保護地区に指定されていないその他の鳥獣保護区内の河川、

水面、樹林地を土地利用現況図に基づいて判断する。ただし、通常時は鳥獣の生息環

境としての機能を有していない河川、水面については当該地域から除外し、その上で

集団性のない地域（20ha 以下）は除外する。 

②環境緑地地域 ・主な屋外レクリエーション施設は、市街化調整区域に位置しているもののみを環境緑

地地域とする 

③防災・ 

 水資源保全地域 

・防災保全分級の植生で補正されるもののうち、土地利用現況図で現況が山林でないも

のは除外する。 

④農業地域 ・農地と混在する小規模な山林、集落宅地、施設用地を無視し、農地以外の利用の幅が

50ｍ（1／25,000 図上で２mm）未満の区域を農業地域に含める。 

・50ｍ（図上２mm）未満の幅で連続する農地や飛地の農地を除外する。 

・集団性のない地域（５ha 未満）は除外する。 

・⑤に示す「主な集落等」と重なる農地は除外する。 

※農地には、農用地区域も含む。 

⑤市街地、主な集落等 ・土地利用適性総合図において図示する対象区域選定の方針は次のとおりである。ここ

で対象としている宅地とは、最新の土地利用現況図における住宅用地、商業用地、工

業用地などである。 

a)旧村の中心になっていた集落 

b)小学校が所在する集落 

c)鉄道駅が所在する集落 

d)宅地が連坦する区域の面積が概ね 20ha 以上の住宅地 

・宅地以外の土地利用の区域の幅が 50ｍ(1／25,000 図上で２mm)未満の区域を無視する。 

・上記により総描化した宅地が連坦する包絡線内を、集落等の区域とする。 

・道路沿いなどに 50ｍ（図上２mm）未満の幅で細長く連続する宅地は除外する。 

・集団性のない地域（５ha 未満）は除外する。 

・大規模な商業用地、工業用地によって上記の条件を満たす地域のうち、生活圏の中心

としての機能を有していないものは除外する。 

・なお、以下の地域については集落地域としての利用を避けるものとする。 

a)傾斜 20 度以上の斜面、15 度以上の北向斜面、崩土地盤にあって 15 度以上の斜面、

硬岩・風化地盤・土砂地盤にあって 15 度以上の斜面及び８度以上の北向斜面 

b)後背低地・旧河道等の地形にあって、内水湛水のおそれが大きい、又は遊水地と

しての機能の特に高い土地 

c)大規模地震時の危険度の高い軟弱地盤の地域 

d)集落等の整備、開発により、自然保全、環境緑地、水資源保全・防災保全、農業、

林業等の各地域の土地利用目的との競合が問題となる地域 

⑥林業・森林保全地域 ・集団性のない地域（５ha 未満）は除外する。 

⑦林業地域 ・集団性のない地域（５ha 未満）は除外する。 
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土地利用適性総合図 

 

富士山 
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（参考）土地利用適合度の分級基準と分級図及び土地利用適性総合図の対応関係一覧表 

 

土地利用適性総合図の 

地域区分 

 

 

優先度：高                             優先度：低 

①： 

自然保全

地域 

②： 

環境緑地

地域 

③： 

防災・水資

源保全地域 

④： 

農業地域 

⑤： 

市街地・

集落地域 

⑥： 

林業・森林

保全地域 

⑦： 

林業地域 

地形・地質 

 a.地盤・傾斜・方位 
  N1 -Ⅰ  U -Ⅰ,Ⅱ N1 –Ⅱ 

 

 

 b.地形分類   N1 -Ⅰ   N1 –Ⅱ 
 

 

土壌等 

 c.農業土壌と機械化適性 
   A -Ⅰ,Ⅱ U –Ⅱ  

 

 

 d.林地土壌と傾斜 
 

 
     F –Ⅱ 

植物・動物 

 e.植生要因 

  (植物社会学的立地診断) 

N3 -Ⅰ  N1 -Ⅰ   
N1 –Ⅱ 

N3 –Ⅱ 
F –Ⅱ 

 f.野生動物生活圏 N3 -Ⅰ      
 

 

災害危険要因 

 g.富士山噴火・土砂災害 
  N1 -Ⅰ   N1 –Ⅱ 

 

 

水 

 h.水源・水源集水域 
  N2 -Ⅰ   N2 –Ⅱ 

 

 

 i.水害       
 

 

歴史的環境要因 

 j.文化財 
 N4 -Ⅰ    N4 –Ⅱ 

 

 

 k.その他の緑地要因  N4 -Ⅰ    N4 –Ⅱ 
 

 

既存計画・実績 

 l.基盤整備 
   A -Ⅰ   

 

 

 m.森林機能区分      

N1 –Ⅱ 

N2 –Ⅱ 

N4 –Ⅱ 

F –Ⅱ 

法的土地規制 

 n.法的土地規制 
N3 -Ⅰ N4 -Ⅰ 

N1 -Ⅰ 

N2 -Ⅰ 
A -Ⅰ   
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３ 土地利用構想図の作成 

 

（１） 政策推進エリアの設定 

政策推進エリアは、総合計画基本構想及び国土利用計画の実現を目指し、土地利用

を積極的かつ計画的に推進するため、土地利用の基本方針を定め、適切な立地と誘導

を図る区域として位置づけられた。 

本エリアは、第５次富士宮市総合計画の「土地利用の基本方針」及び「ゾーン別土

地利用の方向」に基づき、第三次富士宮市総合計画で位置づけられた「緑地・高度都

市機能共存地域（略称：共存地域）」の継続的な土地利用の誘導や、職住が近接した地

域振興となる土地利用の推進を図るため、次の視点により３つが設定された。 

○一定の交通条件が整っていること（幹線道路などが整備され、又は整備される予

定があり、交通アクセスが比較的良いこと） 

○富士山麓をはじめとする良好な自然環境や優れた風景地の保全に支障が無いこと 

○開発整備に適合する土地条件を有していること 等 

 

表 政策推進エリアの設定 

①緑・産業振興地域 本市では、第二次及び第三次国土利用計画において、魅力と活力ある都市像の実現に

向けて、大規模な計画的開発による積極的な土地利用を検討する地域を「緑・産業振興

地域（第二次国土利用計画では通称：共存地域）」として設定し、計画的に産業立地の

推進を図ってきた。その結果、本地域では、新たな工業団地の整備や産業の集積が進め

られてきた。しかし、地域の活性化や市民の雇用の場の創出などの観点からは、今後も、

継続的に産業立地を進め、産業振興を図る必要がある。 

このため、本計画において「緑・産業振興地域」を継続的に位置づけ、国道 139 号や

国道 469 号（富士南麓道路）の恵まれた交通アクセスを生かし、積極的な産業立地を推

進する。 

②集落拠点地域 近年、本格的な人口減少や少子高齢化時代を迎え、諸産業における就業者の高齢化や

後継者不足などに伴い、市街化調整区域の農村部では、主要な産業である農林畜産業の

衰退が危惧されている。このため、今後、定住人口の維持を含めた住みよい居住環境の

形成と地域の活力やコミュニティの維持・向上を進める必要がある。 

これらを実現するために、富士宮市都市計画マスタープランに示された、一定の人口

規模を有し、市役所出張所などの公共公益施設や生活利便施設等が立地するなど、集落

の生活拠点機能を形成している地域生活拠点エリアを「集落拠点地域」として位置づけ、

集落の拠点形成に必要な住宅地又は生活利便施設の立地を推進する。 

③職住近接産業地域 集落における人口維持に向けた住宅政策を進めることに加えて、そこに住む人の働く

場を創出し地域の活性化を図る必要がある。第５次富士宮市総合計画では「集落拠点地

域」における集落環境の整備と相まって、その周辺地域の既存の産業基盤やインターチ

ェンジなどの交通基盤を生かして、職住が近接した地域振興となる企業の誘致を図ると

している。 

このため、本計画において「職住近接産業地域」を位置づけ、既存の産業施設の拡大

や交通の利便性を生かした流通業務施設の立地を推進する。 
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（２） 土地利用構想図の作成 

前述の政策的な要因と、自然保全地域の野生動物生活圏の保護帯を土地利用構想図

に反映すると、次ページの土地利用構想図が作成される。 
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土地利用構想図 

 

富士山 


